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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイル遠隔通信システムにおいてリソースを割当てる方法であって、前記モバイル遠
隔通信システムは、１つ以上の端末とワイヤレス・インタフェースを介して通信するよう
に構成された基地局と、前記１つ以上の端末と前記ワイヤレス・インタフェースを介して
通信するように構成された１つ以上のインフラストラクチャ・ノードとを備え、前記ワイ
ヤレス・インタフェースのリソースは連続した時間ピリオドに対して割当てられ、前記方
法は、
　測定情報を取得することであって、１つの測定情報は前記１つ以上の端末のうちの第１
の端末と、前記１つ以上のインフラストラクチャ・ノードの１つとの間のリンクに関する
ものである、ことと、
　前記第１の端末に関連付けられた遅延に敏感な端末のインジケータ、及び前記１つ以上
のインフラストラクチャ・ノードに関連付けられた遅延に敏感なインフラストラクチャ・
ノードのインジケータのうちの１つ又は両方を取得することと、
　前記遅延に敏感な端末のインジケータ及び前記遅延に敏感なインフラストラクチャ・ノ
ードのインジケータのうちの前記取得された１つ又は両方に基づいて、前記第１の端末と
前記１つ以上のインフラストラクチャ・ノードとの間の前記通信を遅延に敏感な通信とし
て識別することと、
　前記取得された測定情報、及び前記第１の端末と前記１つ以上のインフラストラクチャ
・ノードとの間の前記通信を遅延に敏感な通信とする識別情報に基づいて、前記インフラ
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ストラクチャ・ノードの１つ以上と通信するために、前記第１の端末に割当てるためのリ
ソースを識別することであって、前記識別されたリソースは２つ以上の時間ピリオドから
選択される、ことと、
　前記２つ以上の時間ピリオドの間に、前記インフラストラクチャ・ノードの前記１つ以
上と通信するために、前記第１の端末に前記識別されたリソースを割当てることと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記１つ以上の端末のうちの第２の端末は、リソース割当リクエストを送信することに
よってリソースをリクエストするように構成され、前記方法はさらに、
　前記第２の端末からリソース割当リクエストを受信することと、
　前記第２の端末と前記１つ以上のインフラストラクチャ・ノードとの間の前記通信を、
遅延に敏感でない通信又はレガシー通信として識別することと、
　前記第２の端末と前記１つ以上のインフラストラクチャ・ノードとの間の前記通信を、
遅延に敏感でない通信又はレガシー通信とする識別情報に基づいて、前記インフラストラ
クチャ・ノードの１つ以上と通信するために、前記第２の端末に割当てるための他のリソ
ースを識別することであって、前記識別された他のリソースは単一の時間ピリオドから選
択される、ことと、
　前記単一の時間ピリオドの間に、前記インフラストラクチャ・ノードの前記１つ以上と
通信するために、前記第２の端末に前記識別された他のリソースを割当てることと、を含
む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記時間ピリオドは、スケジューリング割当ピリオド、１つの無線フレーム、複数の無
線フレーム、１つのサブフレーム、及び複数のサブフレームのうちの少なくとも１つであ
る、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　１つの測定情報は、前記第１の端末と前記１つ以上のインフラストラクチャ・ノードの
前記１つとの間のリンクについての比較測定情報を含み、前記比較測定情報は、前記第１
の端末と前記１つ以上のインフラストラクチャ・ノードの前記１つとの間の前記リンクに
ついての測定情報の時間における変化を示す、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　リソースを識別することは、前記第１の端末からのリソース割当リクエストの不在下に
おいてリソースを識別することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記遅延に敏感な端末のインジケータ及び遅延に敏感なインフラストラクチャ・ノード
のインジケータのうちの１つ又は両方を取得することは、
　前記第１の端末から遅延に敏感な端末のインジケータを受信することと、
　前記１つ以上のインフラストラクチャ・ノードから遅延に敏感なインフラストラクチャ
・ノードのインジケータを受信することと、
　ネットワーク要素から遅延に敏感な端末のインジケータをリクエストすることと、
　ネットワーク要素から遅延に敏感なインフラストラクチャ・ノードのインジケータをリ
クエストすることと
　のうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１の端末にリソースを割当てることは、前記第１の端末及び／又は前記１つ以上
のインフラストラクチャ・ノードの前記１つにリソース割当メッセージを送信することを
含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記１つ以上のインフラストラクチャ・ノードの前記１つとは異なるインフラストラク
チャ・ノードと通信するために、前記第１の端末に前もって割当てられたリソースを割当
解除することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
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【請求項９】
　前記第１の端末に前もって割当てられたリソースを割当解除することは、前記第１の端
末及び／又は前記候補インフラストラクチャ・ノードとは異なる前記インフラストラクチ
ャ・ノードにリソース割当解除メッセージを送信することを含む、請求項８に記載の方法
。
【請求項１０】
　前記方法は、前記２つ以上の時間ピリオドの間、前記識別され、割当てられたリソース
を利用して、前記第１の端末が前記インフラストラクチャ・ノードの前記１つ以上と通信
することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記１つ以上のインフラストラクチャ・ノードは、車車間・路車間（Ｖ２Ｘ）技術に従
って、及び必要に応じて、路車間（Ｖ２Ｉ）技術に従って、前記１つ以上の端末と通信す
るように構成される、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記１つ以上のインフラストラクチャ・ノードは、デバイス・ツー・デバイス（Ｄ２Ｄ
）プロトコル又はプロトコルのセットに従って、及び必要に応じて、３ＧＰＰ　Ｄ２Ｄプ
ロトコル又はプロトコルのセットに従って、前記１つ以上の端末と通信するように構成さ
れる、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　モバイル遠隔通信システムにおいて使用するための基地局であって、前記基地局は前記
モバイル遠隔通信システムの１つ以上の端末とワイヤレス・インタフェースを介して通信
するように構成され、前記モバイル遠隔通信システムは前記１つ以上の端末と前記ワイヤ
レス・インタフェースを介して通信するように構成された１つ以上のインフラストラクチ
ャ・ノードを備え、前記ワイヤレス・インタフェースのリソースは連続した時間ピリオド
に対して割当てられ、前記基地局は、
　測定情報を取得し、ここで１つの測定情報は前記１つ以上の端末の第１の端末と、前記
１つ以上のインフラストラクチャ・ノードの１つとの間のリンクに関するものであり、
　前記第１の端末に関連付けられた遅延に敏感な端末のインジケータ、及び前記１つ以上
のインフラストラクチャ・ノードに関連付けられた遅延に敏感なインフラストラクチャ・
ノードのインジケータのうちの１つ又は両方を取得することと、
　前記遅延に敏感な端末のインジケータ及び前記遅延に敏感なインフラストラクチャ・ノ
ードのインジケータのうちの前記取得された１つ又は両方に基づいて、前記第１の端末と
前記１つ以上のインフラストラクチャ・ノードとの間の前記通信を遅延に敏感な通信とし
て識別し、
　前記取得された測定情報、及び前記第１の端末と前記１つ以上のインフラストラクチャ
・ノードとの間の前記通信を遅延に敏感な通信とする識別情報に基づいて、前記インフラ
ストラクチャ・ノードの１つ以上と通信するために、前記第１の端末に割当てるためのリ
ソースを識別し、ここで前記識別されたリソースは２つ以上の時間ピリオドから選択され
、及び
　前記２つ以上の時間ピリオドの間に、前記インフラストラクチャ・ノードの前記１つ以
上と通信するために、前記第１の端末に前記識別されたリソースを割当てる、
　ようにさらに構成された、基地局。
【請求項１４】
　モバイル遠隔通信システムにおいて使用するための基地局のための回路であって、前記
基地局は前記モバイル遠隔通信システムの１つ以上の端末とワイヤレス・インタフェース
を介して通信するように構成され、前記モバイル遠隔通信システムは前記１つ以上の端末
と前記ワイヤレス・インタフェースを介して通信するように構成された１つ以上のインフ
ラストラクチャ・ノードを備え、前記ワイヤレス・インタフェースのリソースは連続した
時間ピリオドに対して割当てられ、前記回路は、
　測定情報を取得し、ここで１つの測定情報は前記１つ以上の端末の第１の端末と、前記
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１つ以上のインフラストラクチャ・ノードの１つとの間のリンクに関するものであり、
　前記第１の端末に関連付けられた遅延に敏感な端末のインジケータ、及び前記１つ以上
のインフラストラクチャ・ノードに関連付けられた遅延に敏感なインフラストラクチャ・
ノードのインジケータのうちの１つ又は両方を取得し、
　前記遅延に敏感な端末のインジケータ及び前記遅延に敏感なインフラストラクチャ・ノ
ードのインジケータのうちの前記取得された１つ又は両方に基づいて、前記第１の端末と
前記１つ以上のインフラストラクチャ・ノードとの間の前記通信を遅延に敏感な通信とし
て識別し、
　前記取得された測定情報、及び前記第１の端末と前記１つ以上のインフラストラクチャ
・ノードとの間の前記通信を遅延に敏感な通信とする識別情報に基づいて、前記インフラ
ストラクチャ・ノードの１つ以上と通信するために、前記第１の端末に割当てるためのリ
ソースを識別し、ここで前記識別されたリソースは２つ以上の時間ピリオドから選択され
、及び
　前記２つ以上の時間ピリオドの間に、前記インフラストラクチャ・ノードの前記１つ以
上と通信するために、前記第１の端末に前記識別されたリソースを割当てる、
　ように、共に動作するように構成されたコントローラ要素及びトランシーバ要素を備え
る、回路。
【請求項１５】
　モバイル遠隔通信システムにおいて使用するためのインフラストラクチャ・ノードであ
って、前記モバイル遠隔通信システムは１つ以上の端末とワイヤレス・インタフェースを
介して通信するように構成される基地局を備え、前記ワイヤレス・インタフェースのリソ
ースは連続した時間ピリオドに対して割当てられ、前記インフラストラクチャ・ノードは
前記ワイヤレス・インタフェースを介して前記１つ以上の端末と通信するように構成され
、且つ、
　前記１つ以上の端末の第１の端末と通信するために、前記インフラストラクチャ・ノー
ドにリソースを割当てるために割当メッセージを受信し、ここで割当てられる前記リソー
スは２つ以上の時間ピリオドから選択され、
　前記割当メッセージに基づいて、前記２つ以上の時間ピリオドの間、前記第１の端末と
通信するためにリソースにアクセスし、
　２つ以上の時間ピリオドの間のアクセスが遅延に敏感な通信に対して行われ、
　リソース割当てを担当する基地局へ当該通信が遅延に敏感な通信であることを示す指示
子を送信する、
　ようにさらに構成された、インフラストラクチャ・ノード。
【請求項１６】
　前記インフラストラクチャ・ノードは、
　測定情報を取得し、ここで１つの測定情報は前記１つ以上の端末の第１の端末と、前記
インフラストラクチャ・ノードとの間のリンクに関するものであり、及び
　前記取得された測定情報を前記基地局に送信する、
　ように構成された、請求項１５に記載のインフラストラクチャ・ノード。
【請求項１７】
　モバイル遠隔通信システムにおいて使用するためのインフラストラクチャ・ノードのた
めの回路であって、前記モバイル遠隔通信システムは１つ以上の端末とワイヤレス・イン
タフェースを介して通信するように構成された基地局を備え、前記ワイヤレス・インタフ
ェースのリソースは連続した時間ピリオドに対して割当てられ、前記回路は、前記ワイヤ
レス・インタフェースを介して前記１つ以上の端末と通信するために共に動作するように
構成され、且つ
　前記１つ以上の端末の第１の端末と通信するために、前記インフラストラクチャ・ノー
ドにリソースを割当てるために割当メッセージを受信し、ここで割当てられる前記リソー
スは２つ以上の時間ピリオドから選択され、
　前記割当メッセージに基づいて、前記２つ以上の時間ピリオドの間、前記第１の端末と
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通信するためにリソースにアクセスし、
　２つ以上の時間ピリオドの間のアクセスが遅延に敏感な通信に対して行われ、
　リソース割当てを担当する基地局へ当該通信が遅延に敏感な通信であることを示す指示
子を送信する、
　ようにさらに構成されたコントローラ要素及びトランシーバ要素を備える、回路。
【請求項１８】
　モバイル遠隔通信システムにおいて使用するための端末であって、前記モバイル遠隔通
信システムは、前記端末とワイヤレス・インタフェースを介して通信するように構成され
た基地局と、前記ワイヤレス・インタフェースを介して前記端末と通信するように構成さ
れた１つ以上のインフラストラクチャ・ノードとを備え、前記ワイヤレス・インタフェー
スのリソースは連続した時間ピリオドに対して割当てられ、前記端末は、
　前記端末と通信するために、前記１つ以上のインフラストラクチャ・ノードの１つに割
当てられたリソースを指示する割当メッセージを受信し、ここで前記割当てられたリソー
スは２つ以上の時間ピリオドから選択され、及び
　前記２つ以上の時間ピリオドの間、前記割当メッセージにおいて指示された前記リソー
スを利用して、前記１つ以上のインフラストラクチャ・ノードの前記１つと通信し、
　２つ以上の時間ピリオドの間のアクセスが遅延に敏感な通信に対して行われ、
　リソース割当てを担当する基地局へ当該通信が遅延に敏感な通信であることを示す指示
子を送信する、
　ように構成された、端末。
【請求項１９】
　前記端末は、
　測定情報を取得し、ここで１つの測定情報は前記端末と前記インフラストラクチャ・ノ
ードとの間のリンクに関するものであり、及び
　前記取得された測定情報を、前記基地局及び前記１つ以上のインフラストラクチャ・ノ
ードの少なくとも１つに送信する、
　ように構成された、請求項１８に記載の端末。
【請求項２０】
　モバイル遠隔通信システムにおいて使用するための端末のための回路であって、前記モ
バイル遠隔通信システムは、前記端末とワイヤレス・インタフェースを介して通信するよ
うに構成された基地局と、前記ワイヤレス・インタフェースを介して前記端末と通信する
ように構成された１つ以上のインフラストラクチャ・ノードとを備え、前記ワイヤレス・
インタフェースのリソースは連続した時間ピリオドに対して割当てられ、前記回路は、
　前記端末と通信するために、前記１つ以上のインフラストラクチャ・ノードの１つに割
当てられたリソースを指示する割当メッセージを受信し、ここで前記割当てられたリソー
スは２つ以上の時間ピリオドから選択され、及び
　前記２つ以上の時間ピリオドの間、前記割当メッセージにおいて指示された前記リソー
スを利用して、前記１つ以上のインフラストラクチャ・ノードの前記１つと通信し、
　２つ以上の時間ピリオドの間のアクセスが遅延に敏感な通信に対して行われ、
　リソース割当てを担当する基地局へ当該通信が遅延に敏感な通信であることを示す指示
子を送信する、
　ように、共に動作するように構成されたコントローラ要素及びトランシーバ要素を備え
る、回路。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、方法、基地局、インフラストラクチャ・ノード及び端末に関するものであり
、モバイル遠隔通信システムにおけるリソースの割当を取り巻く状況をより広く考慮に入
れている。
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【背景技術】
【０００２】
　本願明細書に提供される「背景技術」の記載は、本開示の内容を概略的に提示するため
にある。本願に挙げられた発明者らの研究は、この背景技術の項に記載される範囲におい
て、従来技術とみなすことが適切ではあり得ず、又は出願時の技術水準の一部をなし得な
い本明細書の観点と同様に、明示的にも暗示的にも本発明の従来技術又は技術水準として
認められるものではない。
【０００３】
　例えば３ＧＰＰにより規定されたＵＭＴＳ及びＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌ
ｕｔｉｏｎ）アーキテクチャに基づいたモバイル遠隔通信システムは、モバイル遠隔通信
システムの前世代によって提供されていたシンプルな音声及びメッセージサービスよりも
さらに高性能なサービスをサポートすることができる。例えば、改善された無線インタフ
ェース及び高データレートがＬＴＥシステムによって提供されるにつれ、ユーザは、以前
は固定回線によるデータ接続を介してのみ利用可能であったようなビデオ・ストリーミン
グ及びビデオ会議等の高速データレートでの用途を、モバイル通信デバイス上で活用する
ことができる。
【０００４】
　それゆえ、第４世代ネットワークを展開する要請は強く、これらのネットワークのカバ
レージ・エリア、すなわちネットワークへのアクセスが可能な地理的位置は急速に増加し
ており、且つ今後も増加することが予想される。しかし、第４世代ネットワークのカバレ
ージ及びキャパシティは前世代の通信ネットワークのそれらを著しく超えることが期待さ
れているにもかかわらず、こうしたネットワークによってまかなわれることができるネッ
トワーク・キャパシティ及び地理的領域には未だに数々の制約が存在する。これらの制約
とは、例えば、ネットワークが通信デバイス間で高負荷及び高データレート通信を受けた
り、又は通信デバイス間の通信が必要とされているのにそれらの通信デバイスが１つのネ
ットワークのカバレージ・エリア内に存在しなかったりする状況において特に関連する。
これらの制約に取組むために、ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ　１２では、ＬＴＥ通信デバイス
が端末間（デバイス・ツー・デバイス）通信（Ｄ２Ｄ）を行うことができる技能が導入さ
れている。
【０００５】
　Ｄ２Ｄ通信により、近傍の通信デバイスは、カバレージ・エリア内にあっても外にあっ
ても、又はネットワークに障害がある場合でも、互いに直接通信することができる。こう
したＤ２Ｄ通信技能により、近傍の通信デバイスは、それらが１つのネットワークのカバ
レージ・エリア内に存在しない場合であっても互いに通信することができる。カバレージ
・エリアの内側及び外側の両方で動作する通信デバイスの技能により、Ｄ２Ｄケイパビリ
ティを組み込んだＬＴＥシステムは、例えば公共安全通信等の用途に適している。公共安
全通信は、輻輳したネットワークにおいて、且つカバレージ・エリアの外側にあっても、
デバイス同士が互いに通信し続けることができる高度なロバスト性を必要とする。
【０００６】
　モバイル遠隔通信システムの比較的新しいプロトコル、特徴、構成、又はそれらのセッ
トの他のタイプとしては、例えば、基地局のカバレージを拡張できるリレーノード技術、
又はスループット及び／又は地理的カバレージの観点から複数の端末と通信する別のノー
ドが挙げられる。小規模セルもまた提供されてよく、小規模セルは基地局によって制御可
能であるか、又は制限のあるカバレージ（地理的にか、又はその小規模セルに許可された
端末（例えば特定のカスタマ／会社のアカウントに関連付けられた端末のみがその小規模
セルに接続可能としてもよい）においてのいずれか）を有する基地局として動作すること
ができる。結果として、様々な技術（それらの一部は代替技術又は互換性のある技術であ
る）がモバイル遠隔通信システムにおいて現在利用可能である。
【０００７】
　並行して、車両関連通信の開発が進んでおり、より一層の関心を惹きつけている。これ
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らの通信は、車車間（Ｖ２Ｖ）通信、路車間（Ｖ２Ｉ）、車歩行者間（Ｖ２Ｐ）通信、車
家間（Ｖ２Ｈ）通信、及び任意の他のタイプの車とモノ間の通信のうちのいずれか１つ又
はそれらの任意の組み合わせのことを言い得る車車間・路車間（Ｖ２Ｘ）通信とも呼ばれ
得る。それらにより、車両はその環境（それが別の車両であれ、交通信号、（鉄道の）踏
切、道路近傍のインフラストラクチャ設備、歩行者、自転車通行者等であれ）と通信を行
うことができる。典型的なＶ２Ｉのシナリオでは、Ｖ２Ｉ通信は、衝突防止、ドライバー
への注意喚起、及び／又は他の交差点に関連した活動のために用いられる。この種の具体
化されたものにおいては、Ｖ２Ｘ対応端末が、接続して情報を交換する関連のＲＳＵを見
つけ出す必要がある。より一般的には、こうした技術の新たなセットにより、車両の護送
、安全特性、環境に優しい車両の運転及び／又は管理等の様々な特性を可能にし、且つま
たドライバーレス／自動運転車両の操作を容易にすることができる。
【０００８】
　Ｄ２Ｄ通信技術がデバイス間で通信するための構成を提供できる一方で、Ｄ２Ｄは概し
て公共安全使用、いわゆるマシン型通信（ＭＴＣ）の用途（低スループット且つ高レイテ
ンシの通信となる傾向にある）、又は従来の端末をターゲットとしている。その結果、Ｄ
２Ｄ通信技術はＶ２Ｘ通信に必要とされる低レイテンシの通信を扱うように設計されてい
ない。一例として、Ｖ２Ｘシステムは、遅延がイベントから対応のアクションまで１００
ミリ秒未満であることが必要とされる。例えば、第２の車両の前方にいる第１の車両が突
然制動した時から第２の車両もまた制動を開始するまで、その時間は一部の状況において
１００ミリ秒未満でなければならない。これは、第１の車両が制動を検出し、その制動を
他の車両へ信号で知らせ、第２の車両がその信号を受信し、任意のアクションを行うかど
うかを決定するためにその信号を処理し、第２の車両が実際に制動を開始する瞬間までの
時間を考慮に入れる。それゆえ、このような遅延要件は第１の車両が第２の車両を含む他
の車両へ状況を信号で知らせるために多くの時間を残さず、またＶ２Ｘ通信は可能な限り
高優先度、高信頼性、及び低レイテンシにて実施されるべきである。低優先度は必要以上
に通信を遅延し得るものであり、低信頼性は再送信が行われる結果となり得、またこのこ
とは送信における遅延を著しく増加させる。他方で高レイテンシはイベントから対応のア
クションまでに割当てられる期間の多くを奪うリスクを明らかに増加させる。
【０００９】
　対照的に、従来のＤ２Ｄ環境では、リソースは現在のところＶ２Ｘ環境に適さない場合
がある２つの方法のうちの１つに割当てられる。第１のモードでは、リソースは端末から
のリクエストに応じ、概して４０ミリ秒の時間ピリオドで割当てられる。その結果、ある
端末がリソースをリクエストし、リソース割当応答を受信し、割当てられたリソースを用
いてそのメッセージを送信する頃には最大８０ミリ秒が経過するかもしれず、これはＶ２
Ｘ環境においては明らかに容認できないものである。さらにその車両が比較的高速で移動
している車両である場合、他のどのノード（例えば、端末、リレーノード、基地局、又は
任意の他のモバイルシステム・ノード）がその端末と効率的に通信するのに適している可
能性が高いかを識別することは困難を伴うものとなり得る。ある時点において、第１のノ
ードがその端末に最も近く、且つ／又はその端末と想定上ベストなリンクを有し得るとし
ても、リソースが割当てられ、端末が信号を送信する頃には、その第１のノードは、その
端末に最も近く、且つ／又はその端末と想定上ベストなリンクを有し得るものでは、もは
やない場合もある（例えば、その端末がそのノードから高速で離れて移動している場合）
。その結果、その端末からの第１のノードとの通信は、Ｖ２Ｘ通信にとっても望ましから
ぬ低信頼性及び／又は高レイテンシを被り得る。その結果、現在の遠隔通信のシステムお
よび構成、特にＤ２Ｄのシステム及び構成はＶ２Ｘ通信又はＶ２Ｘに類似するタイプの通
信に適し、又は一層適するようになるには非常に多くの問題に直面している。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本技術の実施形態によれば、モバイル遠隔通信システムにおいてリソースを割当てる方
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法であって、前記システムは、１つ以上の端末とワイヤレス・インタフェースを介して通
信するように構成された基地局と、前記１つ以上の端末と前記ワイヤレス・インタフェー
スを介して通信するように構成された１つ以上のインフラストラクチャ・ノードとを備え
、前記ワイヤレス・インタフェースのリソースは連続した時間ピリオドに対して割当てら
れる方法が提供される。当該方法は、測定情報を取得することであって、１つの測定情報
は前記１つ以上の端末のうちの第１の端末と、前記１つ以上のインフラストラクチャ・ノ
ードの１つとの間のリンクに関するものである、ことと、前記第１の端末と前記１つ以上
のインフラストラクチャ・ノードとの間の前記通信を、遅延に敏感な通信として識別する
ことと、前記取得された測定情報、及び前記第１の端末と前記１つ以上のインフラストラ
クチャ・ノードとの間の前記通信を遅延に敏感な通信とする識別情報に基づいて、前記イ
ンフラストラクチャ・ノードの１つ以上と通信するために、前記第１の端末に割当てるた
めのリソースを識別することであって、前記識別されたリソースは前記時間ピリオドの２
つ以上から選択される、ことと、前記時間ピリオドの２つ以上の間に、前記インフラスト
ラクチャ・ノードの前記１つ以上と通信するために、前記第１の端末に前記識別されたリ
ソースを割当てることと、を含む、
【００１１】
　本技術の他の実施形態によれば、モバイル遠隔通信システムにおいて使用するための基
地局であって、前記基地局は前記システムの１つ以上の端末とワイヤレス・インタフェー
スを介して通信するように構成され、前記システムは前記１つ以上の端末と前記ワイヤレ
ス・インタフェースを介して通信するように構成された１つ以上のインフラストラクチャ
・ノードを備え、前記ワイヤレス・インタフェースのリソースは連続した時間ピリオドに
対して割当てられる基地局が提供される。当該基地局は、測定情報を取得し、ここで１つ
の測定情報は前記１つ以上の端末の第１の端末と、前記１つ以上のインフラストラクチャ
・ノードの１つとの間のリンクに関するものであり、前記第１の端末と前記１つ以上のイ
ンフラストラクチャ・ノードとの間の前記通信を、遅延に敏感な通信として識別し、前記
取得された測定情報、及び前記第１の端末と前記１つ以上のインフラストラクチャ・ノー
ドとの間の前記通信を遅延に敏感な通信とする識別情報に基づいて、前記インフラストラ
クチャ・ノードの１つ以上と通信するために、前記第１の端末に割当てるためのリソース
を識別し、ここで前記識別されたリソースは前記時間ピリオドの２つ以上から選択され、
及び前記２つ以上の時間ピリオドの間に、前記インフラストラクチャ・ノードの前記１つ
以上と通信するために、前記第１の端末に前記識別されたリソースを割当てる、ようにさ
らに構成される。
【００１２】
　本技術のさらなる実施形態によれば、モバイル遠隔通信システムにおいて使用するため
の基地局のための回路であって、前記基地局は前記システムの１つ以上の端末とワイヤレ
ス・インタフェースを介して通信するように構成され、前記システムは前記１つ以上の端
末と前記ワイヤレス・インタフェースを介して通信するように構成された１つ以上のイン
フラストラクチャ・ノードを備え、前記ワイヤレス・インタフェースのリソースは連続し
た時間ピリオドに対して割当てられる回路が提供される。前記回路は、測定情報を取得し
、ここで１つの測定情報は前記１つ以上の端末の第１の端末と、前記１つ以上のインフラ
ストラクチャ・ノードの１つとの間のリンクに関するものであり、前記第１の端末と前記
１つ以上のインフラストラクチャ・ノードとの間の前記通信を、遅延に敏感な通信として
識別し、前記取得された測定情報、及び前記第１の端末と前記１つ以上のインフラストラ
クチャ・ノードとの間の前記通信を遅延に敏感な通信とする識別情報に基づいて、前記イ
ンフラストラクチャ・ノードの１つ以上と通信するために、前記第１の端末に割当てるた
めのリソースを識別し、ここで前記識別されたリソースは前記時間ピリオドの２つ以上か
ら選択され、及び前記２つ以上の時間ピリオドの間に、前記インフラストラクチャ・ノー
ドの前記１つ以上と通信するために、前記第１の端末に前記識別されたリソースを割当て
る、ように、共に動作するように構成されたコントローラ要素及びトランシーバ要素を備
える。
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【００１３】
　本技術のさらなる実施形態によれば、モバイル遠隔通信システムにおいて使用するため
のインフラストラクチャ・ノードであって、前記システムは１つ以上の端末とワイヤレス
・インタフェースを介して通信するように構成される基地局を備え、前記ワイヤレス・イ
ンタフェースのリソースは連続した時間ピリオドに対して割当てられ、前記インフラスト
ラクチャ・ノードは前記ワイヤレス・インタフェースを介して前記１つ以上の端末と通信
するように構成されるインフラストラクチャ・ノードが提供される。インフラストラクチ
ャ・ノードは、前記第１の端末と通信するために、前記インフラストラクチャ・ノードに
リソースを割当てるために割当メッセージを受信し、ここで割当てられる前記リソースは
前記時間ピリオドの２つ以上から選択され、前記割当メッセージに基づいて、前記２つ以
上の時間ピリオドの間、前記第１の端末と通信するためにリソースにアクセスする、よう
にさらに構成される。
【００１４】
　本技術の他の実施形態によれば、モバイル遠隔通信システムにおいて使用するためのイ
ンフラストラクチャ・ノードのための回路であって、前記システムは１つ以上の端末とワ
イヤレス・インタフェースを介して通信するように構成された基地局を備え、前記ワイヤ
レス・インタフェースのリソースは連続した時間ピリオドに対して割当てられる回路が提
供される。前記回路は、前記ワイヤレス・インタフェースを介して前記１つ以上の端末と
通信するために共に動作するように構成され、且つ前記第１の端末と通信するために、前
記インフラストラクチャ・ノードにリソースを割当てるために割当メッセージを受信し、
ここで割当てられる前記リソースは前記時間ピリオドの２つ以上から選択され、前記割当
メッセージに基づいて、前記２つ以上の時間ピリオドの間、前記第１の端末と通信するた
めにリソースにアクセスする、ようにさらに構成されたコントローラ要素及びトランシー
バ要素を備える
【００１５】
　本技術のさらなる実施形態によれば、モバイル遠隔通信システムにおいて使用するため
の端末であって、前記システムは、前記端末とワイヤレス・インタフェースを介して通信
するように構成された基地局と、前記ワイヤレス・インタフェースを介して前記端末と通
信するように構成された１つ以上のインフラストラクチャ・ノードとを備え、前記ワイヤ
レス・インタフェースのリソースは連続した時間ピリオドに対して割当てられる端末が提
供される。前記端末は、前記端末と通信するために、前記１つ以上のインフラストラクチ
ャ・ノードの１つに割当てられたリソースを指示する割当メッセージを受信し、ここで前
記割当てられたリソースは前記時間ピリオドの２つ以上から選択され、及び前記２つ以上
の時間ピリオドの間、前記割当メッセージにおいて指示された前記リソースを利用して、
前記１つ以上のインフラストラクチャ・ノードの前記１つと通信するように構成される。
【００１６】
　本技術の他の実施形態によれば、モバイル遠隔通信システムにおいて使用するための端
末のための回路であって、前記システムは、前記端末とワイヤレス・インタフェースを介
して通信するように構成された基地局と、前記ワイヤレス・インタフェースを介して前記
端末と通信するように構成された１つ以上のインフラストラクチャ・ノードとを備え、前
記ワイヤレス・インタフェースのリソースは連続した時間ピリオドに対して割当てられる
回路が提供される。前記回路は、前記端末と通信するために、前記１つ以上のインフラス
トラクチャ・ノードの１つに割当てられたリソースを指示する割当メッセージを受信し、
ここで前記割当てられたリソースは前記時間ピリオドの２つ以上から選択され、及び前記
２つ以上の時間ピリオドの間、前記割当メッセージにおいて指示された前記リソースを利
用して、前記１つ以上のインフラストラクチャ・ノードの前記１つと通信する、ように、
共に動作するように構成されたコントローラ要素及びトランシーバ要素を備える。
【００１７】
　本技術の多様なさらなる観点及び特徴は添付の特許請求の範囲において定義される。
【００１８】
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　ここまでの段落は概略的な導入として提供され、以降の請求項の範囲を限定することを
意図するものでない。説明される実施形態は、更なる効果と共に、添付の図面と併せて以
降の詳細な説明が参照されることによって十分に理解されるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
　本開示のより完全な理解及び本開示に付帯する利点の多くは、添付の図面と関連して考
慮される場合、以下の詳細な記載を参照することによってより良く理解されるのと同様に
、容易に得られるであろう。図面において、同様の参照数字は同一又は対応の部分を示す
。
【００２０】
【図１】図１はＬＴＥ規格の一例に従ったモバイル通信システムの概略図である。
【図２】図２はヘテロジニアスネットワークにおいて少なくとも１つの端末と通信するた
めの例示的システムを示す。
【図３】図３はヘテロジニアスな環境の一例を示す。
【図４】図４はいくつかのロードサイドユニット（ＲＳＵ）を備える都市環境において車
両に関連付けられた端末の例示的なルートを示す。
【図５】図５は切り替わるサービングＲＳＵに適用される従来の決定プロセスを示す。
【図６】図６はリソースを割当てる例示的方法を示す。
【図７】図７は複数のリモート無線ヘッド（ＲＲＨ）を有する例示的ＲＳＵを示す。
【図８】図８はＲＳＵネットワーク及びＲＳＵ間のルートを表す例示的グラフを示す。
【図９】図９はＲＳＵネットワーク及びＲＳＵ間のルートを表す別の例示的グラフを示す
。
【図１０】図１０はリソースを割当てる別の例示的方法を示す。
【図１１】図１１は端末が測定情報をレポートする例示的方法を示す。
【図１２】図１２は端末が測定情報をレポートする別の例示的方法を示す。
【図１３】図１３はリソース割当リクエストの不在下で端末にリソースを割当てる例を示
す。
【図１４】図１４はＤ２Ｄリソース割当の例を示す。
【図１５】図１５はＤ２Ｄリソース割当と本開示に従ったリソース割当との例示的比較を
示す。
【図１６】図１６は端末からのリソース割当リクエストの不在下で、インフラストラクチ
ャ・ユニットにおいてリソースを割当てる例示的方法を示す。
【図１７】図１７は端末からのリソース割当リクエストの不在下で、端末と１つ以上のイ
ンフラストラクチャ・ノードとの間で通信する例示的方法を示す。
【図１８】図１８は３つのＲＳＵ及び端末と通信するために各ＲＳＵに割当てられたリソ
ースを用いた例示的ネットワークを示す。
【図１９】図１９は端末からのリソース割当リクエストの不在下で、リソースを割当て、
及び割当解除する例示的方法を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本技術の好ましい実施形態を添付図面を参照しながらこれ以降に詳細に記載する。なお
、本願明細書及び添付図面において、実質的に同一の機能及び構造を有する構造要素は同
一の参照数字で表され得るものであり、それらの構造要素についての反復する説明は省略
される場合があることに留意されたい。
【００２２】
　図１は、例えば３ＧＰＰに規定されたＵＭＴＳ及び／又はＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ
　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）のアーキテクチャを用いた従来のモバイル遠隔通信ネットワーク
の一部の基本的な機能性を示す概略図である。図１のモバイル遠隔通信ネットワーク／シ
ステム１００はＬＴＥの原理に従って動作するものであり、以下でさらに記載されるよう
に本開示の実施形態を実施するよう適合され得るものである。図１の様々な要素及びそれ
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らの動作の個々のモードは周知のものであり、３ＧＰＰ（ＲＴＭ）団体によって管理され
る関連規格において規定され、且つまた例えばＨｏｌｍａ　Ｈ．及びＴｏｓｋａｌａ　Ａ
等、本主題についての多くの書籍において記載されている（参考文献１）。以下で具体的
に記載されない遠隔通信ネットワークの動作的な態様は、例えば上記の関連規格に従い、
任意の既知の技術に従って実施され得る。
【００２３】
　ネットワーク１００はコアネットワーク１０２に接続された複数の基地局１０１を含む
。各基地局はカバレージ・エリア１０３（すなわちセル）を提供し、この中で、データは
端末デバイス１０４へ、および端末デバイス１０４から通信され得る。データは基地局１
０１から無線ダウンリンクを介して個々のカバレージ・エリア１０３内にある端末デバイ
ス１０４に送信される。データは端末デバイス１０４から無線アップリンクを介して基地
局１０１へ送信される。アップリンク及びダウンリンク通信はネットワーク１００のオペ
レータによって使用が認可された無線リソースを用いて行われる。コアネットワーク１０
２は個々の基地局１０１を介して端末デバイス１０４への、および端末デバイス１０４か
らのデータをルーティングし、例えば認証、モビリティマネジメント、課金等の機能を提
供する。端末デバイスは移動局、ユーザ機器（ＵＥ）、ユーザ端末、モバイル端末、モバ
イルデバイス、端末、移動無線等とも呼ばれ得る。基地局はトランシーバ局／ｎｏｄｅＢ
／ｅ－ｎｏｄｅＢ／ｅＮｏｄｅＢ、ｅＮＢ、などとも呼ばれ得る。
【００２４】
　３ＧＰＰにより規定されるＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）のアー
キテクチャに従って構成されるようなモバイル遠隔通信システムは、無線ダウンリンク及
び無線アップリンクに対して、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）をベースにしたインタフ
ェースを用いる（ダウンリンクに対しては所謂ＯＦＤＭＡを用い、アップリンクに対して
は所謂ＳＣ－ＦＤＭＡを用いる）。
【００２５】
　図１の基地局１０１は、マクロｅＮｏｄｅＢ及びスモールｅＮｏｄｅＢ等の進化したＮ
ｏｄｅＢ（ｅＮｏｄｅＢ）の任意のタイプとして実現されてよい。スモールｅＮｏｄｅＢ
はピコｅＮｏｄｅＢ、マイクロｅＮｏｄｅＢ、及びホーム（フェムト）ｅＮｏｄｅＢ等、
マクロセルよりも小さなセルをカバーするｅＮｏｄｅＢであってよい。その代わり、基地
局１０１はＮｏｄｅＢやベーストランシーバ基地局（ＢＴＳ）等の任意の他のタイプの基
地局として実現されてよい。基地局１０１は無線通信を制御するように構成された本体（
基地局装置とも呼ばれる）、及び本体とは異なる場所に置かれた１つ以上のリモート無線
ヘッド（ＲＲＨ）を含んでよい。加えて、種々のタイプの端末は、以下で記載するが、各
々が一時的又は半永久的に基地局の機能を実行することによって基地局１０１として動作
してもよい。
【００２６】
　通信デバイス１０４のいずれかは、スマートホン、タブレット型パーソナル・コンピュ
ータ（ＰＣ）、ノートブックＰＣ、ポータブルゲーム端末、ポータブル／ドングルタイプ
のモバイル・ルータ及びデジタルカメラ等のモバイル端末、又はカーナビゲーション装置
等の車内端末として実現されてもよい。通信デバイス１０４はまた、マシン・ツー・マシ
ン（Ｍ２Ｍ）通信を行う端末（マシン型通信（ＭＴＣ）端末とも呼ばれる）として実現さ
れてもよい。さらに、端末装置１０４は端末の各々に実装される無線通信モジュール（例
えば単一のダイを含む集積回路モジュール）であってよい。
【００２７】
　本開示において、スモールセルを提供する基地局は、その基地局によって提供される範
囲において、従来の基地局とは大部分において（時には完全に）概して区別されるもので
ある。スモールセルは、例えばフェムトセル、ピコセル、又はマイクロセルとも呼ばれる
セルを含む。換言すれば、スモールセルは、端末に提供されるチャンネル及び特徴におい
てマクロセルに類似するものとして考えることができるが、基地局の送信に対してより少
ない電力を使用する結果、より小さな範囲となる。従って、小ささ（スモール）とはスモ
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ールセル基地局によって提供されるセル又はカバレージについてのことであり得る。他の
例においては、スモールセルという用語は、複数のコンポーネントキャリアが利用可能で
ある場合における１つのコンポーネントキャリアのことを言うことができる。
【００２８】
　さらに、モバイルネットワークはまた、モバイルシステムの複雑性をさらに増加させ、
またスモールセルネットワークにおける干渉の低減についての複雑性をさらに増加させ得
るリレー・ノード（ＲＮ）を含むことができる。リレーの技術は概して公知であり、基地
局からの信号を受信し、受信された信号をモバイル通信ネットワークにおけるＵＥに再送
信する構成を提供し、又はモバイル通信ネットワークの基地局に再送信するためにＵＥか
ら送信された信号を受信する。このようなリレーノードの目的は、ともすればモバイル通
信ネットワークの範囲外にある通信デバイスに達するために、又は端末と基地局との間の
通信成功率を改善するために、モバイル通信ネットワークによって提供される無線カバレ
ージ・エリアを拡張するように努めることである。
【００２９】
　様々な基地局及び／又はリレーノード（例えばマクロセル基地局、スモールセル基地局
及び／又はリレー）を含むモバイルネットワークはヘテロジニアスネットワークとも呼ば
れることもある。
【００３０】
　アクセスポイントの非常に密集したフットプリントをしばしば有するヘテロジニアスネ
ットワークはもはや単一のモバイルネットワークオペレータによって調和した形で設計又
は設定されないだろう。大量のスモールセルが必要とされていることに起因して、エンド
ユーザ及び他の非ＭＮＯ事業者もまたスモールセルを設置している状況では、スモールセ
ルの設置はますますアドホックな形でなされるだろう。ネットワーク全体の管理は、ＭＮ
Ｏが割当てている周波数帯を使用する全てのスモールセルに対しては未だにそのＭＮＯの
単一のオペレータによってなされているのである。今日のオペレータ設置のネットワーク
から、一層無計画なアドホックのネットワークへのこうした進化は、本記載において我々
が「高密度ネットワーク」と呼ぶものである。
【００３１】
　図２は少なくとも端末２３１と通信する例示的なヘテロジニアスシステム２００を示す
。このシステム２００において、基地局２０１はマクロセルを提供し、６つの基地局２１
１－２１６は、スモールセルカバレージを提供し、基地局２０１のカバレージと重なる可
能性がある。さらに、３つのＲＮ２２１－２２３が提供され、各々基地局２０１、２１４
、及び２１２と動作する。リレーノードは、送信をリレーするためのワイヤレス無線アク
セスポイントとして概して規定されることができ、従って基地局の機能全てを実施するも
のではない。リレーノードは概してコアネットワークに直接に接続されず、基地局と接続
するためにバックホールリンクに対するワイヤレスアクセス（インバンド又はアウトバン
ド）を用いる。他の例において、バックホールリンクはまた有線接続で提供されてもよい
。これはスモールセル基地局とは対照的であり、上述したように、概して基地局と同様に
動作することができ、従って、図２におけるスモールセル基地局２１１－２１６とサービ
ング・ゲートウェイ「Ｓ－ＧＷ」との間の矢印によって示されるように、コアネットワー
クに接続される。リレーノードはまた、端末又は基地局と共にデータを送信又は受信して
よく、図２に示されるように、ある環境における干渉に対処する複雑性を増大させ得る。
【００３２】
　ヘテロジニアスな環境の別の例は図３に示され、ここでマクロセル基地局３１１は、建
物内又は建物近傍にある基地局３０１、第１の街灯柱における基地局３０２、第２の街灯
柱における基地局３０３、バス停に提供された基地局３０５、及び自転車通行者のバック
パックに提供されたモバイル基地局３０６によって提供されたスモールセルと同じエリア
に提供される。別の例においては、街灯柱におけるインフラストラクチャ・ユニット３０
３及び３０２は、アップリンク及び／又はダウンリンクにおけるデータをマクロセル基地
局３１１又は別のインフラストラクチャ・ユニット（例えば別のリレーノード）にリレー
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するリレーノードであってもよい。この例においては、干渉及びリンク品質のエクスペリ
エンスはトラフィック及び時間に依存して著しく変化し得る（自転車通行者は干渉／不十
分なリンク品質ゾーンに入ることがあれば、後にこのエリアから出ることもあり、他方で
基地局３０１は、オフィスに関連付けられている場合、可能性として営業時間の間のみ用
いられ得て、営業時間後又は営業日後の間はオフにされ得る）。このようなヘテロジニア
スなネットワークにおいて、Ｖ２Ｘ通信可能な端末は、例えば端末が車両に関連付けられ
、移動中であるかどうか等、様々な状況に依存して、エリア内の他のノードのいずれかと
通信を希望する場合がある。
【００３３】
　図４はいくつかのロードサイドユニット（ＲＳＵ）を備える都市環境において車両に関
連付けられた端末の例示的なルートを示す。この例において理解可能なように、車両、従
って端末はいくつかの異なるルートを経由して移動し得るものであり、特にＶ２Ｘ環境に
おいては、どのルートが選択されるかに依存し、異なるＲＳＵが端末との通信において最
適とされ得る。
【００３４】
　適したＲＳＵを迅速に識別することに着目すると、第１のステップは、ＲＳＵを、ネッ
トワークにおける他のインフラストラクチャ・ユニット又はモバイルノードから区別する
ことを支援することであり得る。例えば、Ｄ２Ｄプロトコルが端末とＲＳＵとの間の通信
のために用いられる場合、ＲＳＵからのセル発見用信号（Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　ｓｉｇｎ
ａｌ）は、他のＤ２Ｄノードのセル発見用信号とは異なり得る。例示的な実施は、新たな
物理チャンネル、又はＲＳＵ及び／又はＶ２Ｘ通信のみに対して用いられ得、且つ例えば
ＲＳＵに対するセル発見用信号を識別することができる、セル発見用信号における信号及
び／或いはインジケータを含む。代替的又は補足的な例において、Ｖ２Ｘサービスが専用
の周波帯に配置される場合、この周波帯の全てのセル発見用信号はＲＳＵ及び／又は他の
Ｖ２Ｘノードから来たものと見なされ、さらなる区別がその後、（除外されないにせよ）
不要となり得る。しかしながら、ＲＳＵが他のタイプのノード又は通信（例えばレガシー
ＬＴＥネットワーク）、及び／又は他の潜在的なＤ２Ｄサービスと周波帯をシェアする場
合、セル発見用信号のさらなる区別が（上述のように）実施され得る。このような構成は
、ＲＳＵが検出され得る速度を改善し、さらなる遅延低減に着目して、例えば他の通信又
は接続でのＲＳＵ及び／又はＶ２Ｘノードとの接続を次いで優先させることによって、端
末が関連のＲＳＵに接続する際の遅延を低減する一方で、他のＲＳＵと比較して遅延を低
減すること、又は遅延を容認できるレベルに維持することに着目して、端末に対して適し
たものを識別することが試みられ得る。
【００３５】
　このことは、しかしながら、低遅延通信及び高速で移動する可能性のある端末の両方を
含むＶ２Ｘ環境においては困難であることが了解され得る。例えば図４において、端末が
、ＲＳＵ９が受け持つ交差点の中心にある場合、端末は可能性として同様に良好なリンク
を有するＲＳＵ８及びＲＳＵ６の両方をおそらく見つけ、測定し得る。従来のモバイル遠
隔通信構成及び任意の他の情報の不在下では、接続するＲＳＵを選択するための決定要因
は、端末とＲＳＵとの間のリンクの質、例えば２つのＲＳＵからの個々の受信されたパワ
ーに基づくだろう。切り替わるサービングＲＳＵに適用されるこうした従来の決定プロセ
スの例は図５に示される。このプロセスは概して４つのプロセスに従う。（１）例えばセ
ル発見用信号がターゲットＲＳＵから受信された場合、及び／又はその受信されたパワー
が閾値よりも高い場合、ＵＥがそのターゲットＲＳＵを識別する。（２）レポーティング
イベントが検出され、例えばそのターゲットＲＳＵの受信されたパワーが閾値を超えて現
在のＲＳＵのパワーを超過する。（３）結果として、端末は測定レポートを関連の基地局
に送信する。（４）そして基地局は、端末がサービングＲＳＵの代わりにターゲットＲＳ
Ｕと通信するためのリソースを割当てることによって端末をターゲットＲＳＵへと効果的
にトランスファーする。図４の例に戻ると、車両がＲＳＵ９によって受け持たれている場
合、車両が一旦交差点に達し、ＲＳＵ６及びＲＳＵ８の両方を検出できると、４つのあり
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得る結果が存在する。
－ＲＳＵ６がより強く測定され、選択され、車両は右折する。
－ＲＳＵ６がより強く測定され、選択され、車両は直進し続ける。
－ＲＳＵ８がより強く測定され、選択され、車両は右折する。
－ＲＳＵ８がより強く測定され、選択され、車両は直進し続ける。
【００３６】
　上の４つのケースのうち２つは、特にＶ２Ｘ可能な端末に対しての通信における遅延を
低減しようとすることに着目して、最も適切なＲＳＵを選択する。しかしながら、残りの
２つのケースにおいては、ＲＳＵの選択は、端末に対しての関連の交差点に関する情報配
信において遅延を生じさせやすい。なぜならその端末は、その車両が利用している交差点
に実際に配置されたＲＳＵと通信することができる前に、新たに選択されたＲＳＵが最適
なＲＳＵではなかったことを次いで検出する必要があり、また他のＲＳＵを再選択し、そ
れにより遅延を生じさせるからである。換言すれば、モバイル遠隔通信システムに用いら
れ、且つＲＳＵに適用される従来の決定プロセスは、有意の数のケース（３つ以上のルー
トが車両に対して利用可能である場合、恐らく５０％を超える）で準最適なＲＳＵ選択と
いう結果となり、このことが遅延を生じさせる。このような遅延は、低遅延及び高信頼性
での送信が要求され得るＶ２Ｘ環境においてはまず容認されることはなく、これらの遅延
を低減することがＶ２Ｘ及び他の低遅延環境の要請順守を改善する。
【００３７】
　実際には、Ｖ２Ｘ可能なＵＥがＲＳＵのグリッドを横断する場合、最も近接した／最も
強いＲＳＵのみを考慮すること（上述した従来の方法において）は、自ずと容認し得なく
なる。これに対して、「関連の」ＲＳＵを識別することは遅延低減を改善するであろうけ
れども困難であり得る。なぜならどのＲＳＵが関連のものであり、どれが関連のものでは
ないものと見なされ得るのかについて多数の要因が影響し得るからである。関連のＲＳＵ
、又は例えばＶ２Ｘ可能な端末に対して十分に関連するＲＳＵを選択することを容易にす
ることに着目すると、測定情報が１つのツールに提供されてよい。例えば、測定情報に基
づいて、接続するために十分良好なリンク品質であるＲＳＵのリストが（例えば基地局に
よって）決定されてもよく、「接続可能な」ＲＳＵのこのリストから、どのＲＳＵ又は複
数のＲＳＵが、端末の予想される移動方向に配置されているか（例えば基地局によって）
決定されもよく、従って通信リソースは、そのＲＳＵ（又は複数のＲＳＵ）と通信する端
末に割当てられてよい。
【００３８】
　図６はリソースを割当てる例示的方法を示す。まずステップＳ６０１として、端末とイ
ンフラストラクチャ・ノードとの間のリンクに関連する測定情報が取得される。例えば、
本方法がＶ２Ｘ環境において用いられる場合、インフラストラクチャ・ノードは車両内の
端末と通信するＲＳＵであってよい。測定情報は、１つの周波帯において受信されたパワ
ー（例えばＲＳＳＩ又はＲＳＳＩに類似する測定情報）、ノードからの受信されたパワー
（ＲＳＲＰ又はＲＳＲＰに類似する測定情報）、信号対雑音比又は同等のもの（例えばＲ
ＳＲＱ又はＲＳＲＱに類似する測定情報）、リンク品質（例えばＣＱＩ又はＣＱＩに類似
する測定情報）を示し得る任意の１つ以上の適したタイプの測定情報であってよく、又は
パワー及び／又はリンクの品質を示す任意の他の測定情報であってもよい。また、測定は
通信に用いられる周波帯全体に亘って実行されてもよく、又はより大きな周波帯或いはよ
り小さな周波帯に亘って実行されてもよく、一部の場合には、特定のバンド幅、例えばＬ
ＴＥ環境における単一のサブキャリアのバンド幅に追加的に正規化されてもよい。
【００３９】
　ステップＳ６０２において、方向情報が第１の端末に対して取得される。方向情報は測
定情報とは独立に、例えば端末及び／又は車両に関連付けられたジオローカリゼーション
・モジュールから取得されてよい。この場合、本方法はまた、インフラストラクチャ・ノ
ードと、対応のジオローカリゼーションの位置とを関連付けているマップに依存し得る。
このマップは端末の移動方向がインフラストラクチャ・ノードに近づいているか又は離れ
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ているかを決定するのに役立つことができる。代替として、又は追加として、この方向情
報は測定情報から取得されてもよい。一部の例では、方向情報は同じリンクに対して異な
る時間において作成された２つ以上の測定情報から少なくとも部分的に取得されてもよい
。インフラストラクチャ・ユニットから受信された信号強度が第１の時点から第２の時点
へ向かうにつれて上昇する場合、車両／端末はそのインフラストラクチャ・ユニットに向
かって移動していることが想定又は推測され得る。同様に、その信号強度が低下する場合
、その車両／端末はそのインフラストラクチャ・ユニットから離れる方向に移動している
ことが想定又は推測され得る。
【００４０】
　ステップＳ６０３において、端末に対する候補インフラストラクチャ・ノードが測定情
報および方向情報に基づいて決定されてもよい。あるインフラストラクチャ・ノードが適
切な候補のノードであり得るかどうかを決定する場合、様々な条件が用いられてよい。例
えば、１つ以上の最小閾値が測定情報に対して要求されてもよく、これらの１つ以上の閾
値を満たすノードの中から、候補のノードは、方向情報から導かれることができる端末の
予想される移動方向に最も近いものであってよい。例えば、端末がインフラストラクチャ
・ノードから離れて移動するか、又はインフラストラクチャ・ノードに向かって十分に移
動しない場合（例えばその端末がノードに向かって移動するというよりも、たとえ移動が
ノードに近づく期間を含み得るとしてもむしろそのノードに沿って移動するような傾向に
あることが考慮される場合）、このノードは候補のノードとして考慮され得ない。これに
対して、端末がインフラストラクチャ・ノードに向かって（完全にか、又は十分だと考慮
される程度にかのいずれかで）移動する場合、このノードは次いで適した候補のノードと
して考慮され得る。図４の例では、端末がＲＳＵ９が受け持つ交差点において一旦右折す
ると、ＲＳＵ８及びＲＳＵ６は各々測定情報の要件を満たしてよいが、その端末はＲＳＵ
８に向かって移動しているのではなくＲＳＵ６に向かって移動していることが見出されて
よい。その結果、ＲＳＵ６は候補インフラストラクチャ・ノードとして選択可能である。
換言すれば、不十分なＲＳＵ選択によって生じる通信遅延を低減しようとする場合、測定
情報及び方向情報に基づけば、端末が通信をするための適切なインフラストラクチャ・ノ
ードが予想されることとなる。
【００４１】
　Ｓ６０４において、端末が候補インフラストラクチャ・ノードと通信するリソースが割
り当てられる。リソースは任意の適切な方法において割当てられることができ、それによ
り端末は候補のインフラストラクチャ・ノードと効果的に通信することができる。図６の
例又は他の例において、リソース割当は、インフラストラクチャ・ノード及び／又は端末
に対して通信されてよい。１つの例において、リソース割当情報はインフラストラクチャ
・ノードに送信され、次いでインフラストラクチャ・ノードが端末に対してリソースを割
当てることができ、且つ例えば端末又は他のノードに対してリソース割当をシグナリング
するために利用可能である送信された信号の一部において、その端末に割当てられている
リソースについてその端末に通知する。別の例において、インフラストラクチャ・ノード
及び端末の両方が、例えば基地局から、通信のためにそれらに割当てられたリソースの標
識を受信し、それら両方は次いで互いに通信をするために、技術的に可能な限り迅速にリ
ソースを使用し得る。割当てられているリソースについて端末及びインフラストラクチャ
・ノードに通知するためにどちらの技術が選択されたとしても、２つのエンティティは次
いで通信可能であり、方向情報に基づいて候補インフラストラクチャ・ノードが選択され
ていることに着目すると、その通信は不適切なノード選択の結果として生じる遅延を被り
にくい。
【００４２】
　また、一部の例においては、リソースが別のインフラストラクチャ・ノードと通信する
端末に前もって割当てられていた場合であって、これらのリソースがもはや要求されてい
ないと考慮される場合、リソースは割当解除されることができる。リソースの割当につい
てと同様に、リソースの割当解除は端末及び／又はインフラストラクチャ・ノードに対し
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て適切にシグナリングされることができる。リソースが割当解除される必要があるかどう
かは、方向情報及び測定情報に基づいて決定されることも可能であり、一部の場合には、
さらに、Ｓ６０４において候補インフラストラクチャ・ノードが識別されているかどうか
に基づいてもよい。１つの例において、リソースの割当解除は、測定情報が１つ以上の閾
値を下回ること及び端末の移動方向がインフラストラクチャ・ノードから遠ざかっている
と見なされること（又はインフラストラクチャ・ノードに向かっていないこと）のうちの
少なくとも１つに基づいてもよい。別の例において、端末は一つのノードのみと通信して
いてよく、リソースが新たに識別された候補インフラストラクチャ・ノードに割当てられ
るや否や、別のノードと通信をするために前もって割当てられていた任意のリソースが次
いで自動的に割当解除されてもよい。さらなる例において、これらの組み合わせが、例え
ば端末が最大でＮ個のノード（Ｎ≧２）と通信可能である状態で実施されてもよく、新た
な候補が識別されると常に、測定情報及び方向情報に基づいて、インフラストラクチャ・
ノードの以前の選択でのどのノードが保持又は除外され得るかが決定可能である。換言す
れば、リソースの割当解除は端末についての測定情報及び／又は方向情報、及び必要に応
じて任意のさらなる適切な基準に基づいてもよい。
【００４３】
　前述の例において、測定は端末と基地局との間の単一のリンクに対して行われるものと
して概して想定されていたが、他方で別の例においては、例えば基地局が１つ、２つ、又
はそれ以上のリモート無線ヘッド（ＲＲＨ）又は任意の他のタイプの追加の無線アンテナ
を含む場合、測定は端末と基地局との間の複数のリンクに対して行われてよい。図７は複
数のリモート無線ヘッド（ＲＲＨ）を有する例示的なＲＳＵを示す。この例において、Ｒ
ＳＵ５は４つのＲＲＨ、すなわちＲＲＨ５－１、５－２、５－３、及び５－４を備え、交
差点の各分岐に１つずつ存在する。従って測定情報の細かさが改善可能であり、方向情報
が少なくとも部分的に測定情報から導き出される場合、より正確な方向情報が測定情報か
ら導き出され得る。例えば、方向情報が測定情報から導き出される場合、各基地局及びＲ
ＲＨを用いた測定情報は、正確な方向情報を取得しようとするために用いられることが可
能である。例えば、ＲＲＨ５－２から受信されたパワーは強いが低下しており、他方でＲ
ＲＨ５－１、５－３、及び５－４のパワーはそれほど強くはないが上昇していることが検
出された場合、車両は図７の３つの矢印のいずれかに沿ってＲＳＵ５が受け持つ交差点に
至っていることが想定されてよい。次いで車両は続けて３つの異なる方向へ進むことがで
き（単純化の目的のためにＵターンの方向は考慮しない）、ＲＳＵ５に対するＲＲＨから
の測定情報は車両の方向を推定することをさらに支援することができる。
－ＲＲＨ５－１について受信されたパワーが上昇し、ＲＲＨ５－３について受信されたパ
ワーが低下し、他方でＲＲＨ５－２及び５－４について受信されたパワーが同様に低下す
ることが検出された場合、車両は直線の矢印の方向に進んでいることが想定されてよい。
－ＲＲＨ５－４について受信されたパワーが上昇し、ＲＲＨ５－２について受信されたパ
ワーが低下し、他方でＲＲＨ５－１及び５－３について受信されたパワーが同様に低下す
ることが検出された場合、車両はダッシュ線の矢印の方向に進んでいることが想定されて
よい。
－ＲＲＨ５－３について受信されたパワーが上昇し、ＲＲＨ５－３１について受信された
パワーが低下し、他方でＲＲＨ５－２及び５－４について受信されたパワーが同様に低下
することが検出された場合、車両は点線の矢印の方向に進んでいることが想定されてよい
。
【００４４】
　この情報は、他の基地局及び／又はＲＲＨからの測定情報に加えて、可能な場合は、測
定情報から導き出され得る方向情報の正確性を改善する観点から、利用可能である。
【００４５】
　端末は２つ以上のモジュールを有してよく、基地局（任意のＲＲＨ又は同等のものの有
無を問わず）を用いて測定情報を作成するために各々独立して利用することが可能であっ
てよい。一部の場合において、追加の無線モジュールの位置が車両の方位（例えば前方位
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置又は後方位置において）に対して既知である場合、方向情報は複数の無線モジュールに
よって作成された測定情報から既に導き出されていてよく、その測定は後に行われるので
はなく略同時に行われる。方向情報の正確性をさらに改善することに着目すると、後の測
定情報もまた用いられてよく、方向情報は、この場合、互いに離間した端末の２つ以上の
無線モジュールを使用した略同時の測定情報から取得されてよい。これはまた、１つ以上
のＲＲＨを備える基地局に対して測定情報を作成することと組み合わせて用いられてもよ
い。
【００４６】
　方向情報は様々な技術を用いて取得されてよく、測定情報から少なくとも部分的に導き
出される場合、その方向情報は端末、インフラストラクチャ・ノード（例えばＶ２Ｘ環境
におけるロードサイドユニット）、基地局、又は測定情報に対してアクセスを有し得る任
意の他の適切な要素によって取得されてもよい。これらのノードの各々が測定情報から方
向情報を導き出すのに適している一方で、基地局又は基地局に接続された別の要素は、一
部の場合において、これらの要素が端末又はインフラストラクチャ・ユニットと比較して
より高い演算性能をしばしば有し、従ってさらに複雑な計算を実行可能であり、それゆえ
に方向情報の正確性を改善し得るので、用いられてよい。他の例において、端末又はイン
フラストラクチャ・ノードのレベルにおいて方向情報の少なくとも第１の推定を推定する
ことが好ましく、その結果、そのようなステップを実行する場所の選択が、各々個々の配
置について特定の考慮に基づいて決定され得ることが了解される。
【００４７】
　測定情報から方向情報を導き出す場合、その方向情報は、インフラストラクチャ・ノー
ドの図表、及びインフラストラクチャ・ノード間の接続の図表、例えばインフラストラク
チャ・ノードが交差点に関連付けられている場合における交差点間の道路に少なくとも部
分的に基づくか、それらを利用して導き出されてよい。例示的な図表は、頂点としてのイ
ンフラストラクチャ・ノード及び、例えば一方向（例えば一方通行の道路）又は双方向で
あり得る辺としてのインフラストラクチャ・ノードのロケーションを接続する道路を有し
得るグラフである。図８は図４に類似する配置について、ＲＳＵネットワーク及びＲＳＵ
間のルートを表す例示的グラフを示す。このような環境における車両又は歩行者は辺によ
って示されたルートを辿ってよい。可能なルート又は車両用の経路を示す現実の環境に対
するこのようなインフラストラクチャ・ノードのマッピングを使用することは、測定情報
から方向情報を推定するために役立ち得る。例えば、測定情報における変化が、車両が経
路をＲＳＵ７－ＲＳＵ８－ＲＳＵ５と辿るかどうかが予想される変更のパターンに対応す
る場合、これは車両が辿っている経路である可能性が高い。
【００４８】
　図８のグラフは幾分、簡略化された環境を示す一方、図９は図８よりもさらに複雑な構
造を有するＲＳＵネットワーク及びＲＳＵ間のルートを示す別の例示的グラフを示す。例
えば、全てのＲＳＵが（地理的に）隣接するＲＳＵと接続され得るわけではなく、２つの
頂点の間に一方向の辺が存在してもよいし、２つ以上の辺が２つの頂点の間に提供される
こともでき、２つの頂点を接続するが接続されていないさらなる頂点に接近する１つの辺
等が存在してもよい。図９はグラフにおいてあらゆる可能なタイプのバリエーションを余
すところなく包含しないが、インフラストラクチャ・ノード及び端末にとっての可能な経
路のためのマッピング技術を用いることによって、この技術が、潜在的に可能な「いかな
る場所」及び「いかなる方向」から「経路上又は経路付近」（辺／頂点）及び「辺に沿っ
て」へと、端末についてのあり得る位置及び方向の数を効果的に低減することが可能なの
で、方向情報をより正確に取得し得ることを理解することに役立つ。端末の予想される移
動方向が導き出され得る、あり得る位置及び／又は方向の数を低減することによって、要
求される処理量を著しく低減することを達成することができ、且つそれにより取得される
方向情報の正確性の著しい改善も達成することができる。
【００４９】
　さらに、測定情報から導き出される方向情報は、任意の他の方法、例えば、端末に関連
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付けられたジオロケーション・モジュール、どの端末がその近傍において検出可能である
かをレポートすることができる道路の路傍に配置された固定検出器からの検出信号の利用
等のいずれかを用いて取得される方向情報と相互関連させてもよい。同様に、一部の例に
おいては、測定情報から導き出されていない方向情報は方向情報のプライマリー・ソース
であり、一部の場合において、測定情報から取得された方向情報に（一時的に又は永久的
に）相互関連されることも可能である。
【００５０】
　図１０は、リソースを割当てる別の例示的方法を示す。この例において、基地局は少な
くとも１つの端末から測定情報を受信し、候補インフラストラクチャ・ノードと通信する
端末に対してリソースを割当て、ここで端末及びインフラストラクチャ・ノードはＶ２Ｘ
可能であり、Ｄ２Ｄ又はＤ２Ｄと同様の通信を利用して通信を行う。当業者が理解するよ
うに、図１０に関して提供される教示及び記載は、本開示に従い、他のタイプの環境又は
配置に応用されることも可能である。Ｓ１００１において、基地局は端末から１つ以上の
測定レポートを受信する。これに基づき、Ｓ１００２において、基地局は、十分に強い測
定情報を有する２つ以上のＲＳＵが存在するかどうかを決定した。これは例えば、パワー
が閾値を上回るかどうか、及び／又はリンク品質が最小の要件を満たすかどうか、並びに
／或いは任意の他の基準が測定情報において各ＲＳＵに対して満たされているかどうかを
決定することを含んでよい。ＲＳＵが十分に強い信号を有して検出され得ない場合、本測
定情報に基づき、停止できる（そして一部の例において、端末に前もって割当てられた任
意のリソースを割当解除することもできる）。１つのＲＳＵのみが十分に強い信号を有し
て検出された場合、本方法はＳ１００３へと移ることができ、ここでＤ２Ｄリソースは端
末及び識別されたＲＳＵに、それらが通信するために割当られ、本方法は次いで終了可能
である。この場合、方向情報に依存することは、端末が任意の他のＲＳＵと通信すること
ができる可能性が低いのと同様に、方向情報がリソース割当に影響を与えることはあまり
ないので、効率的ではない場合がある。
【００５１】
　他方、２つ以上のＲＳＵが十分に強い信号を有して検出された場合、遅延を最も低減す
る可能性があるＲＳＵを選択することがさらに重要となり得て、且つ方向情報が次いでこ
の選択を支援するために用いられてよい。図１０の例において、今度は基地局が各ＲＳＵ
を考慮する（Ｓ１００４）。関連の各ＲＳＵに対して、基地局は、この例において、ＲＳ
Ｕから受信されている端末方向情報を考慮することができ（Ｓ１００５）、端末がＲＳＵ
に向かって移動しているか否かを決定する（Ｓ１００６）。端末がＲＳＵに向かって移動
していない場合、本方法は、もしあれば次のＲＳＵを考慮し（Ｓ１００８）、上述したＳ
１００４に戻る。しかしながら、端末がＲＳＵに向かって移動している場合、基地局は次
いで、通信するために端末及びこの候補ＲＳＵに対してＤ２Ｄリソースを割当てることが
でき（Ｓ１００７）、これらのリソースは例えば、このＲＳＵについてのＤ２Ｄリソース
のプールから選択される。本方法は次いで終了することができる。結果として、端末は、
この端末に対して最も関連のあるＲＳＵか又は最も関連のあるＲＳＵの１つである可能性
が高い候補ＲＳＵへのリソースが割当てられるのみであり、それにより遅延低減を改善す
る。
【００５２】
　代替のＲＳＵ又はインフラストラクチャ・ノード選択が実行されてもよい。例えば、別
の構成では、端末がＲＳＵに向かってどの程度移動するかの標識に基づいて、各ＲＳＵに
ついてのスコアが計算可能である。例えば、０～１（例えば線形又は非線形で）の範囲で
可変のスコアに対して、ＲＳＵとは反対の方向に移動する端末はゼロのスコアが与えられ
てよく、ＲＳＵに真っ直ぐ向かって移動する場合には１が与えられてもよい。他の例にお
いて、同一の状況が－１及び１のスコアを夫々引き寄せ得る一方で、これらの２つの方向
に略垂直な方向への移動はゼロのスコアを引き寄せるだろう。最も高いスコアを有するＲ
ＳＵが恐らく最も関連のあるＲＳＵとして選択されてよく、リソースがこの端末と通信す
る端末に割当てられ得る。方向情報に基づいたスコアはまた、任意の関連の重みに基づい
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て、例えば測定情報（より近いインフラストラクチャ・ノードは、選択されるノードの尤
度を上昇させる重みが与えらる）に基づいて、及び／又は（例えば、一部の場合において
、現在のＲＳＵからの早期の切断を回避するために）ＲＳＵが既に端末との通信のために
割当てられたリソースを有するかどうかに基づいて重み付けされてもよく、こうして最終
スコアが生成され、このスコアに基づいて候補インフラストラクチャ・ノードの選択が可
能となる。
【００５３】
　図１１は端末が測定情報をレポートする、又は測定レポートを送信する例示的方法を示
す。測定レポートは、端末にリソースを割当てるために１つ以上の候補インフラストラク
チャ・ノードを選択するために用いられてよい。まず、Ｓ１１０１において本方法は開始
され、Ｓ１１０２において端末はインフラストラクチャ・ノード（又は、この場合におい
てはＲＳＵ）からセル発見用信号を検出し、セル発見用信号が検出された場合、この新た
に検出されたＲＳＵに対して１つ以上の測定が行われる（Ｓ１１０３）。その後、端末は
、Ｓ１１０４において、任意のさらなるインフラストラクチャ・ノードが検出されること
ができるかどうかを決定する。別のノードが検出されることができた場合、端末はそのカ
ウンターを上昇させ（Ｓ１１０５）、Ｓ１１０５に戻る。他方で、さらなるインフラスト
ラクチャ・ノードが検出又は発見されることができなかった場合、端末は測定レポートを
基地局に送信する。測定レポートは検出されているインフラストラクチャ・ノードの各々
に対して１つ以上の測定情報を含むことができる。この例においては、全てのインフラス
トラクチャ・ノードが検出され且つ測定されると、測定レポートが送信されるが、他の例
においては、端末は、測定レポートが所定のサイズに達するや否や、及び／又は時間ピリ
オドＴの間、レポートが送信されていない場合にレポートが送信さることができるように
、Ｎ個のノードが検出及び測定されると（Ｎ≧１）、及び／又はタイマーＴが満了すると
、測定レポートを送信してもよい。
【００５４】
　図１１の例において、端末は、端末とインフラストラクチャ・ノードとの間（及び／又
はＲＲＨ等の基地局の任意の追加の無線ユニットとの間）のリンクのインジケータを検出
し且つ測定する。代替的に又は追加的に、インフラストラクチャ・ノードは１つ以上の端
末を測定してよく、その測定情報を基地局にレポートしてよい。この場合、基地局はＲＲ
Ｈ等の１つ以上の追加の無線ユニットを含み、その測定情報は端末と基地局及び無線ユニ
ットのいずれかとの間のリンクについてであってよい。
【００５５】
　図１２は端末が測定情報をレポートする別の例示的方法を示す。この例において、比較
測定情報が端末において導き出され、基地局にレポートされる。基地局（又は関連要素）
は、方向情報を取得するために、従って端末と通信するために割当てられたリソースにつ
いて１つ以上の候補インフラストラクチャ・ノードを選択するために、比較測定情報を利
用してよい。まずＳ１２０１において、端末と１つ以上のインフラストラクチャ・ノード
との間のリンクについて測定情報が作成される。その後、連続した測定から、測定された
リンクについての測定情報の時間における変化を示す比較測定情報が導き出されてよい（
Ｓ１２０２）。例えば、端末は時間Ｔ及びその後の時間Ｔ＋ｔにおいて測定された信号強
度を比較し、その信号強度が実質的に上昇しているか、低下しているか、又は同一のまま
であるかを識別してよい。比較測定情報は、一部の場合において、測定情報の変化（例え
ば上昇、低下、安定）の質的標識であってよく、他方で、他の場合において、例えば比較
された測定情報の間で、正又は負の変化量を示す数値等、量的標識であってもよい。最後
に、Ｓ１２０３において、端末は比較測定情報を基地局及び／又はインフラストラクチャ
・ノードにレポートしてよい。端末が比較測定情報のみをレポートし得る一方で、他の場
合には、端末によってレポートされた測定情報は、直接の測定情報、例えばリンクについ
て作成された測定情報に直接に基づくか、又はそれを含んだ測定情報をさらに含んでよい
。
【００５６】
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　従って、通信における遅延を低減することに着目すると、１つ以上の候補インフラスト
ラクチャ・ノードが端末と通信するために選択されてよく、ここでその選択のために端末
についての方向情報を用いることによって、端末と通信するために関連のノードのみが選
択されることが予想され、それにより不十分なインフラストラクチャ・ノード選択プロセ
スによって生じる遅延を低減する。
【００５７】
　どのインフラストラクチャ・ノードがどの端末と通信するかが決定されていると（これ
は、簡潔に言えば、端末（又は複数の端末）－インフラストラクチャ・ノード（又は複数
のインフラストラクチャ・ノード）関連付けとも呼ばれる場合がある）、それに応じてリ
ソースが端末及びインフラストラクチャ・ノードに割当てられることができる。
【００５８】
　従来、基地局はＤ２Ｄのリソース割当を担っている。基地局は端末が通信のためにリソ
ースを利用することを意図しているかどうかについては認識せず、それゆえ端末からのリ
クエストを受信するとリソースを割当てる。１つの例において、Ｒｅｌｅａｓｅ　１２の
ＭＡＣの仕様書は、ＳＬ－ＳＣＨ（サイドリンク共有チャネル）上で送信するためには、
ＭＡＣエンティティがサイドリンク・グラントを有する必要があると述べている。「サイ
ドリンク」という用語は、概して１つのＤ２Ｄデバイスから別のＤ２Ｄデバイスへの直接
通信のことを言う（他方でアップリンク及びダウンリンクは従来の意味において基地局と
通信することを言う）。サイドリンク・グラントは以下のように選択される（参考文献２
）。
－端末内のＭＡＣエンティティがＰＤＣＣＨ又はＥＰＤＣＣＨ上で動的にサイドリンク・
グラントを受信するように構成され、現在のＳＡピリオド内で送信できるよりもさらなる
データがＳＴＣＨにおいて利用可能である場合、ＭＡＣエンティティは受信されたサイド
リンク・グラントを利用して、サイドリンク・コントロール情報の送信及び第１のトラン
スポートブロックの送信が生じるサブフレームのセットを決定することとなる。このサイ
ドリンク・グラント下での送信は、サイドリンク・グラントが受信されたサブフレームの
後の少なくとも４つのサブフレームを開始する第１の利用可能なＳＡピリオドの開始時に
開始するサブフレームにおいて生じてよい。
【００５９】
　構成されたサイドリンク・グラントは、対応するＳＡピリオドの終りにおいて常にクリ
アされる。
【００６０】
　従って、端末がＳＬ－ＳＣＨ上に送信するデータを有する場合はいつでも新たなサイド
リンク・グラントをリクエストしなければならない。Ｄ２Ｄでは、リソース割当のこのモ
ードは「Ｍｏｄｅ　１」と呼ばれる。従って、基地局は同時の送信間の衝突を回避するこ
とができ、さらに周波数リソースの利用を増加させる一方で干渉のリスクを低減させるよ
うにプランニングして周波数を利用するので、リソースの利用は最適化され得る。図１４
は、従来のＤ２Ｄのサイドリンク・リソース割当ピリオドの例を示す。この例において、
第１のＳＡ（スケジューリング割当）ピリオドにおいて、（物理サイドリンク共有チャネ
ル「ＰＳＳＣＨ」上で）スケジューリング割当を送信するために利用可能なリソースを用
い、端末は、ｓａＳｕｂｆｒａｍｅＢｉｔｍａｐ上で、Ｔ－ＲＰＴの際の間、送信のため
に端末が利用するリソースを指示する。端末によって指示され、且つ利用されるリソース
は、端末からのリソースに対する以前のリクエストに応答して端末にグラントされていた
リソースである。ＳＡピリオドの終りにおいて、サイドリンク・リソース・グラントはク
リアされ、端末は、送信されるべきさらなるデータを有する場合、新たなグラントをリク
エストしなければならない。最新のＭＡＣ仕様書ＴＳ３６．３２１　Ｖ１２．５．０（非
特許文献２）において、ＳＡピリオドがＳＣ（サイドリンク・コントロール）ピリオドと
呼ばれていることは注目に値する。
【００６１】
　あるいは、３ＧＰＰの仕様書はリソース選択の第２のモードについても述べており、こ
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こでは何かを送信したい場合に端末がＤ２Ｄリソースのプールからリソースを選択する。
この場合、リソースはより上位のレイヤによって構成されるリソースのプールからランダ
ムに選択される。このモードは「Ｍｏｄｅ　２」と呼ばれる。先立つリクエスト又はスケ
ジューリング割当の交換がなく、リソースが端末によって直ちに利用され得る一方で、ど
の端末（又は他のＤ２Ｄノード）がどのリソースを利用することになるかについて任意の
先立つプランニングが存在しないことを考慮すると、別の端末からの送信と衝突するリス
クもまた存在する。その結果、衝突のリスクに起因して、Ｍｏｄｅ　１と比較して再送信
のリスクが著しく高くなるか、又はリソース割当のための従来のモード及びＤ２Ｄ－Ｍｏ
ｄｅ　２におけるリソース割当等が、例えばＶ２Ｘ環境等、低レイテンシが要求される環
境においては適さない。それゆえ、このタイプの環境においては、リソース割当において
Ｍｏｄｅ　１又はＭｏｄｅ　１に類似するタイプが概して好適である。しかしながら、一
部の例（例えばＤ２Ｄの例）において、リソースを割当てるサイクルは４０ミリ秒以上で
あってもよく、これは上述したように、完全に送信できるまでに、潜在的には最大８０ミ
リ秒（又は、サイクルが４０ミリ秒よりも長い場合には、それ以上）を必要とする送信と
なってしまう可能性がある。これは一部の低遅延環境においては容認され得ない。
【００６２】
　リソースを全く異なる方法で、半永久的な仕方で割当てることがここで提案され、ここ
でリソースは単一のＳＡピリオドよりも長い期間の間、端末に割当てられる。リソースの
半永久的な割当とは、さらなるリソースを明示的にリクエストし及び割当てられる必要な
く、端末が複数のＳＡピリオドに亘ってリソース（一部の例においては、複数の割当ピリ
オドに亘って同一のリソース）へのアクセスを有することを意味する。リソースがリリー
スされるまで、１つのユニークな端末がインフラストラクチャ・ユニットとそれらのリソ
ースに亘って通信していることが予想される。半永久的な割当の開始は、端末がリソース
をリクエストして開始してもよく、又は端末がインフラストラクチャ・ユニットと通信す
る必要があると考慮された場合に（すなわち、端末からのリソース割当リクエストの不在
下で自発的な仕方で）、基地局が端末にリソースを割当てることによって開始されてもよ
い。レイテンシの考慮に起因して、リソース割当およびリリースは物理レイヤコントロー
ルチャネルを介してシグナリングされてもよいが、ＲＲＣシグナリング又は任意の他の適
切なタイプのシグナリングが用いられてもよい。従って、端末が２つ以上の割当ピリオド
に亘って通信することができる前に端末がさらなるリソースをリクエストする必要が低減
されることに起因して、端末が通信可能となる間の遅延、及び従って端末とインフラスト
ラクチャ・ノードとの間の送信における遅延は低減可能である。
【００６３】
　図１３は、リソース割当リクエストの不在下でリソースを端末に割当てる例を示す。ま
ずＳ１３０１において、測定情報が取得され、ここでその測定情報とは端末とインフラス
トラクチャ・ノードとの間のリンクに関するものである。上述したように、端末とインフ
ラストラクチャ・ノードとの間に１つ又は複数のリンクが存在し得る場合であり、例えば
端末及び／又はインフラストラクチャ・ノードが１つ以上の追加の無線要素（例えばＲＲ
Ｈ）を備えるかどうかに依存する。Ｓ１３０２において、端末とインフラストラクチャ・
ノードとの間の通信は遅延に敏感な通信として識別される。これは、例えば、どの端末、
インフラストラクチャ・ノード、及び／又はそれらの組み合わせが遅延に敏感な通信を実
行することが予想されるかのインジケータのテーブルを有する基地局；（利用される場合
）端末からのリソース割当リクエストに含まれるインジケータ；端末、インフラストラク
チャ・ノード、及び／又はそれらの組み合わせについてのインジケータのデータベースか
らのルックアップ；任意の他の適切な方法又は手段；又はそれらの任意の組み合わせのい
ずれかに基づき得る。
【００６４】
　次いで本方法はステップＳ１３０３に移り、ここでインフラストラクチャ・ノードと通
信する端末に対して割当てるリソースは、測定情報及び実行される遅延に敏感な通信の以
前の識別情報に基づいて識別される。リソースの識別情報に基づき、そのリソースは、Ｓ
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１３０４において、インフラストラクチャ・ノードと通信するために端末に対して割当て
られることができる。例えば、測定情報に基づいて、（例えば基地局又は他の要素によっ
て）端末がインフラストラクチャ・ノード（例えばＲＳＵ）の近傍にあり、それゆえ、例
えば車両安全性の目的のために、遅延に敏感な通信を用いてインフラストラクチャ・ノー
ドと通信することを望んでいる可能性が高いと決定されることができる。各関連のピリオ
ドに対して個々にリソースを順に割当てるためにリソース割当リクエストを待つよりもむ
しろ、リソースは２つ以上のピリオドに対して割当てられることができ、その結果、リソ
ースが未来において端末によって必要とされる場合には最早利用可能となっている。従っ
て、端末が２つ以上の割当ピリオドに亘って１つ以上のインフラストラクチャ・ノードと
通信する間の遅延は、リソースが必要とされるか否かが知られる前にリソースがこの複数
のピリオドにおいて端末に対して事前割当てされるゆえに、低減可能である。このことは
、モバイルネットワークにおける慣習に反し、ネットワークの効率（リソース使用の観点
で）を低減する可能性が高い一方で、サイドリンク・リソースがこれらのピリオド内で非
常に迅速に端末によって利用されることができるので（リソースが必要とされる場合に、
それが必要とされるや否や端末に対してそのリソースが早速利用可能となっているので）
、このことはまた、送信における遅延を低減することができ、その一方でまた、他の端末
又はノードからの送信との衝突のリスクを回避する。リソースの半永久的な割当はさらに
、端末に対して物理サイドリンク共有チャネルへのさらに速いアクセスを提供する。例え
ば、既存のＭｏｄｅ　１又はＭｏｄｅ　２に基づいたＤ２Ｄ送信は４０ミリ秒以上のＳＡ
サイクルを有し得る一方で、端末は任意のＴ－ＲＰＴのインスタンスにおいて半永久的に
割当てられたリソースにアクセスし得る。従って、端末がデータを送信することを望み、
このより長いピリオドに亘って実際にデータを送信することから生じる遅延は著しく低減
されることができる。一部の例において、端末がインフラストラクチャ・ノードの近傍に
あるや否や、端末からのリソース割当リクエストの不在下においてリソースが端末に割当
てられることができる。この場合、リクエストを送信し、順に割当を待つ必要が生じるよ
りも、むしろ端末は直ちに割当を受信して、それにより、従来のリソース割当構成と比較
して、端末が通信可能となる間の遅延をさらに低減する。
【００６５】
　図１５は、Ｄ２Ｄリソース割当と本開示に従ったリソース割当との例示的比較を示し、
例えば図１４の図と比較される場合に有用であり得る。直線の矢印は、従来のＤ２Ｄ端末
に対するリソースが割当てられる場合（スケジューリング割当は、端末が基地局へリソー
ス割当リクエストを首尾良く送信した後にのみ受信される。二重線矢印を参照。）を示し
、これに対して点線は、端末が本開示に従った半永久的なスケジューリング割当によって
提供される送信リソースにアクセスできる場合を示す。従って、端末が（送信信号を受信
及び／又は送信するために）１つ以上のインフラストラクチャ・ノードと通信を開始する
位置となる間の遅延は著しく低減でき、従って、結果としての構成はＶ２Ｘ環境などの低
遅延環境に適している可能性がさらに高い。
【００６６】
　図１６は、インフラストラクチャ・ユニットにおいてリソースを割当てる例示的方法を
示し、本方法は端末からの割当リクエストを用いて、又は端末からのリソース割当リクエ
ストの不在下で行われ得る。Ｓ１６０１において、インフラストラクチャ・ノードは端末
と通信するためにインフラストラクチャ・ノードに対してリソースを割当てるための割当
メッセージを受信し、ここでそのリソースは２つ以上の割当ピリオドに対して割当てられ
ている。割当メッセージに基づき、インフラストラクチャ・ノードは次いで、２つの割当
ピリオドの間、端末と通信するために割当てられたリソースにアクセスできる（Ｓ１６０
２）。このようにしてインフラストラクチャ・ノードは、端末が割当ピリオドの各々に対
してリソースをリクエストする必要なく、割当メッセージにおいて識別されたリソース（
例えばスケジューリング割当）を用いて端末と通信できる。一部の例において、端末は、
例えば基地局及び／又はインフラストラクチャ・ノードから割当られたリソースの標識を
受信し、その結果、端末及びインフラストラクチャ・ノードの各々は信号を送信するため
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にどのリソースを用い、信号を受信するためにどのリソースを取るかを認識する。それゆ
えリソースは、インフラストラクチャ・ノードと端末との間の送信における遅延を低減す
る仕方で、端末と通信するためにインフラストラクチャ・ノードにおいて割当てられるこ
とができる。
【００６７】
　一部の例において、本方法はまた、端末とインフラストラクチャ・ノードとの間のリン
クに関する測定情報を取得することを含み得る。この例において、測定情報は、インフラ
ストラクチャ・ノードが自身の測定情報を作成することによって、及び／又は端末から測
定情報を受信することによってのいずれかで取得可能である。測定情報は次いでリソース
を割当てるために基地局へ送信される。
【００６８】
　図１７は、端末と１つ以上のインフラストラクチャ・ノードとの間で通信する例示的方
法を示し、本方法は、端末からの割当リクエストを用いて、又は端末からのリソース割当
リクエストの不在下で行われ得る。Ｓ１７０１において、端末は、端末と通信するために
インフラストラクチャ・ノードに割当てられるリソースを指示する割当メッセージを受信
し、この割当てられるリソースは２つ以上の割当時間ピリオドからのリソースを含んでい
る。上述したように、割当メッセージは任意の適切な形態において受信されてよい。一部
の例において、割当メッセージは基地局及び／又はインフラストラクチャ・ノードから受
信される。また、割当メッセージは専用のチャネル及び／又は１つのチャネル或いは周波
数帯内の専用のタイムスロットを介して受信されてもよい。端末は次いで、割当メッセー
ジにおいて指示されたリソースを利用して、２つ以上の割当時間ピリオドの間、インフラ
ストラクチャ・ノードと通信することができる（Ｓ１７０２）。従って、複数の割当ピリ
オドで、端末がインフラストラクチャ・ノードと通信することができる間の遅延は低減さ
れることができる。
【００６９】
　一部の例において、本方法はまた、端末が、端末と１つ以上のインフラストラクチャ・
ノードとの間のリンクに関する測定情報を取得すること、及び、次いでこの端末がリソー
スを割当てるために、基地局及び／又はインフラストラクチャ・ノードにその測定情報を
送信することを含み得る。
【００７０】
　従って、低レイテンシのシステム（例えばＶ２Ｘシステム）の要請順守を改善すること
に着目し、リソースの割当がスピードアップされ、それにより、利用されることができる
送信における遅延を低減する構成が提供されている。リソース割当の遅延がそれにより低
減されることができる一方で、リソースは未だに「割当てられた」モード（これは例えば
Ｄ２Ｄ－Ｍｏｄｅ　２の割当モードとは異なる）において利用されており、リソース利用
はこのようにしてコントロールされることができる。端末によって必要とされないリソー
スが割当てられ得る（それによりネットワークに対する利用効率を低減してしまう）一方
で、同じリソースが異なるエリアにある異なる端末／インフラストラクチャ・ノードのア
ソシエーションに割当てられるようにリソースは未だに割当てられ得る。例えば、図１８
は、端末と通信するために、３つのＲＳＵ及び各ＲＳＵに対して割当てられるリソースを
用いた例示的ネットワークを示す。この例において、ＲＳＵ１及びＲＳＵ３は互いに遠く
離れており、それらの範囲に依存するが、同じリソース・プールからリソースが割当てら
れていてもよい。換言すれば、サイドリンク・プール１とサイドリンク・プール３との間
で周波数及び／又は時間において部分的又は完全な重複が存在してよく、ここでそのリソ
ースはｅＮＢ（基地局）に基づいて割当てられることができる。他方、ＲＳＵ１及びＲＳ
Ｕ２からの送信の間、並びにＲＳＵ２及びＲＳＵ３からの送信の間の（地理的な）重複が
存在するので、干渉又は衝突を低減することに着目すると、サイドリンク・プール１及び
２、並びにサイドリンク・プール２及び３からのリソースにおける（周波数及び／又は時
間における）重複は回避され得て、且つ低減され得る。従って、衝突を回避しつつ同じリ
ソースの再利用を増加させることに着目すると、インフラストラクチャ・ノードに割当て
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られるリソースの選択を改善することによって、本開示の自発的なリソース割当に起因す
るリソース利用における低減された効率の一部を少なくとも部分的に補填することが試み
られ得る。
【００７１】
　上述の記載は主にリソースの半永久的な割り当てに焦点を当てているが、割当てられた
リソースの割当解除、すなわちリリースもまた、端末又はインフラストラクチャ・ノード
からのリクエスト無しで、端末及び／又はインフラストラクチャ・ノードからの測定情報
を用いて、基地局（又は他の要素）によって自律的に管理されることもできる。図１９は
、リソースを割当て、及び割当解除（リリース）する例示的な方法を示し、この場合、端
末からのリソース割当リクエストの不在下での割当の例を用いる（しかし同じ教示は、リ
ソースが端末からの割当リクエストに応答して２つ以上の割当ピリオドに対して割当てら
れる場合にも適用する）。まず、Ｓ１９０１において、測定情報は、例えば１つ以上の端
末及び／又は１つ以上のインフラストラクチャ・ノードから受信される。その測定情報に
基づいて、１つ以上の候補端末－インフラストラクチャ・ノードのアソシエーションが識
別され得る（Ｓ１９０２）。これらのアソシエーションは端末についての方向情報の使用
の有無を問わず識別されることができる。次いで、任意の新たなリソース割当が要求され
ているかどうかが決定されることができる（Ｓ１９０３）。例えばアソシエーションが任
意の新たな端末－インフラストラクチャ・ノードのアソシエーションを含まない場合、及
び／又は現在のアソシエーションが通信のために割当てられたリソースを既に有している
場合、任意の新たなリソース割当の必要は存在しなくてよい。この場合、本方法は終了す
ることができる（又はＳ１９０１に戻り、任意の次の測定情報を処理する）。これに対し
て、Ｓ１９０３において、リソース割当が適切であると見なされる場合、本方法はＳ１９
０４へと移り、ここでリソースは関連のアソシエーションに割当てられ、任意のそのよう
なアソシエーションについての端末及び／又はインフラストラクチャと通信される。Ｓ１
９０２から、任意の既存の割当がもはや要求されないかどうかもまた決定されることがで
きる（Ｓ１９０５）。例えば、端末及びインフラストラクチャ・ノードは通信のためにリ
ソースが前もって割当てられていてもよいが、それらのアソシエーションもまた、新たな
測定情報（例えば、端末がインフラストラクチャ・ノードから離れる方向に移動している
場合）に基づいて、Ｓ１９０２において、もはや適切ではないことが見出されてもよい。
この場合、本方法はＳ１９０６に移ることでき、ここで割当解除メッセージがインフラス
トラクチャ・ノード及び／又は端末に送信されてもよい。或いは、インフラストラクチャ
・ノードと通信をもはやする必要がないと想定する場合、端末が割当解除をリクエストし
てもよい。しかしながら、Ｓ１９０５において、割当解除が要求されないと見なされる場
合、本方法は終了することができる（又はＳ１９０１に戻り、任意の次の測定情報を処理
する）。ステップＳ１９０３－Ｓ１９０４及びＳ１９０５－Ｓ１９０６が図１９において
並行に表されているが、他の例においては、それらのステップは異なる順序で実行され得
る。例えば、それらのステップは、その４つのステップの任意の適切な順序で順番に実行
されてもよい。
【００７２】
　一部の場合において、Ｓ１９０４において受信された割当メッセージは、ステップＳ１
９０６の目的のために、割当解除メッセージとして想定されてもよい。例えば、リソース
の第１のセットが第１のインフラストラクチャ・ノードと通信するために第１の端末に前
もって割当てられていて、第１のインフラストラクチャ・ノードと通信するために第２の
端末にリソースの第１のセットを割当てる新たな割当メッセージが送信される場合、第１
の端末及び／又は第１のインフラストラクチャ・ノードはまた、このメッセージを、第１
の端末－第１のインフラストラクチャ・ノードのアソシエーションについてのリソースの
割当解除として解釈することもできる。このような例において、各端末は、こうした状況
が生じる時を識別するために、全ての端末に対して全ての割当メッセージを読む必要があ
り得る。他の例において、割当及び／又は割当解除メッセージが、用いられる割当プロト
コルに従って端末によってどのように識別され、且つどのように読まれるかに依存して、
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各端末がそれ自身の割当メッセージのみを読むことは好適であると想定されてよい。この
場合、従ってその前もって割当てられたリソースが今や異なる端末に再割当てされている
ことを端末が検出することに依存するのではなく、割当解除メッセージが個々の端末に送
信されるだろう。また、一部のメッセージは割当及び割当解除情報の両方を含んでよく、
それにより割当及び割当解除メッセージの両方として用いられる。
【００７３】
　従って、端末からのリソース割当クエリの不在下において、端末と通信するために、イ
ンフラストラクチャ・ノードを選択するための方向情報を用いることによって、及び／又
はインフラストラクチャ・ノード及び端末が通信するためのリソースを割当てることによ
って、送信における遅延を低減することができる方法、システム、基地局、端末、及びイ
ンフラストラクチャ・ノードが提供されている。従って、低遅延及び低レイテンシ環境の
ための、このような方法、システム、基地局、端末、及びインフラストラクチャ・ノード
の適合性は改善されることができる。
【００７４】
　本開示は、ＲＳＵをインフラストラクチャ・ノードの例として、Ｖ２Ｘ又はＶ２Ｘに類
似する環境という文脈において概して記載されているが、本開示の教示はこのような環境
に限定されず、インフラストラクチャ・ノード及び／又は端末が例えばＶ２Ｘ可能ではな
い場合がある任意の他の環境において用いられてもよい。また、Ｖ２Ｘ可能なユニット又
はノード或いはＶ２Ｘ環境が言及される場合は常に、Ｖ２Ｘ技術は、Ｖ２Ｖ、Ｖ２Ｉ、Ｖ
２Ｐ、Ｖ２Ｈ、又は任意の他のタイプの車とモノ間の技術のうちの１つ又は複数の組み合
わせとして理解されるべきであり、任意の現在既存の規格に限定されない。
【００７５】
　また、上述の例の多くは車両に関連付けられた端末を用いて示されているが、同じ教示
は、特定の対象物又は人に関連付けられておらず、すなわち歩行者、自転車、建物、又は
任意の他の適切な対象物又は人に関連付けられていない端末に適用する。対象物の場合、
端末はその対象物内に埋め込まれていてもよく（例えば、自転車はＳＩＭカードが挿入可
能なモバイル端末を備えてよい）、その対象物に関連付けられるかペアリングされてもよ
く（例えば、端末は車両のＢｌｕｅｔｏｏｔｈモジュールを用いてＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接
続を設定してもよい）、又はその対象物との任意の特定の通信接続を有さずにその対象物
と一緒に移動している位置（例えば車両内の運転者又は乗客のポケットの中）に単に置か
れてもよい。
【００７６】
　また、上で記載された方法、特に図６又は図１３に関して記載された方法において、そ
れらのステップは１つ以上のエンティティ及び任意の関連のエンティティによって行われ
てよい。一部の例示的な実施において、それらのステップの一部は端末及び／又はインフ
ラストラクチャ・ノードによって実行されてもよく、他方で他のステップは基地局又はさ
らなる別の要素によって実行されてもよい。他の例において、全てのステップは同じエン
ティティ、例えば基地局によって実行されてもよい。一例として、端末についての方向情
報がリソースを割当てるために用いられている例においては、その方向情報は１つの要素
によって取得でき、割当を行っている別の要素に送信できる。例えば、その方向情報は端
末及び／又はインフラストラクチャ・ノードによって取得されてもよく、且つ１つ以上の
インフラストラクチャ・ノードに対してリソース割当を集中させる基地局によって用いら
れてもよい。この例において、端末及び／又はインフラストラクチャ要素はリソース割当
に用いられる基地局に方向情報を送信又は通信してもよい。
【００７７】
　さらに、本願明細書において記載された方法のステップは、任意の適切な順序にて実行
されてよい。例えば、可能又は適切であればいつでも、上で記載された例において用いら
れた順序とは異なる順序にて、又はステップを列挙している他のいかなるところ（例えば
特許請求の範囲において）で用いられる順序とは異なる順序にて、実行されてもよい。従
って、一部の場合において、一部のステップは異なる順序、又は同時に、或いは同じ順序
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で実行されてもよい。例えば、上述したように、リソースの割当解除はリソースの割当が
実行される前、後、又はその間に実行されてもよい。また、測定情報の取得、方向情報の
取得、及び（少なくとも）１つの候補インフラストラクチャ・ノードの識別は異なる順序
及び／又は同時に行われてもよい。例えば、測定情報がまず取得され、且つ最初にインフ
ラストラクチャの事前選択を行うために用いられてよく、次いで方向情報が候補インフラ
ストラクチャ・ノードを選択するために取得されてもよい。他の例において、方向情報及
び測定情報は並行して取得されてもよく、候補インフラストラクチャ・ノードの選択はそ
の後に実行されてもよい。
【００７８】
　本願明細書で使用する場合、情報又はメッセージを１つの要素に送信することは、１つ
以上のメッセージをその要素に送信することを含んでよく、且つその情報の残りから別個
にその情報の一部を送信することを含み得る。含まれる「メッセージ」の数もまた、その
レイヤ又は考慮される細かさに依存して様々であってよい。
【００７９】
　また、１つの観点が装置又はシステムに関して開示されるときは常に、その教示はまた
それに対応する方法についても開示されている。同様に、１つの観点が方法に関して開示
されているときは常に、その教示はまた任意の適切な対応する装置又はシステムついても
開示されている。
【００８０】
　「より多い」又は「未満」或いはそれらと同等の表現が本願明細書において用いられる
ときは常に、それらの表現は、一方の選択肢が明示的に除外されていない限り、「及び等
しい」及び「及び等しくない」の両方の選択肢を開示していることが意図される。
【００８１】
　本開示はＬＴＥ及び／又はＤ２Ｄの文脈で記載されているが、その教示はＬＴＥに限定
されず、他の３ＧＰＰ規格に適用可能である。特に、本願明細書において用いられた語彙
は概してＬＴＥ規格の語彙と同一又は類似するが、その教示はＬＴＥの本願におけるバー
ジョンに限定されず、ＬＴＥに基づかない、及び／又はＬＴＥ又は３ＧＰＰ或いは他の規
格の任意の他の未来のバージョンに適合する任意の適切な構成にも等しく適用できる。
【００８２】
　本技術の種々のさらなる態様及び特徴は添付の特許請求の範囲において規定される。様
々な改変が、添付の特許請求の範囲の範囲内で、本願明細書において記載された実施形態
に対してなされてよい。例えば、ＬＴＥは例示的な用途として記載されているが、本技術
が利用可能である他のモバイル通信システムが利用可能であることは理解されるだろう。
【００８３】
　以下の番号が付与された項目は本技術の種々のさらなる態様及び特徴を規定する。
【００８４】
　項目１：モバイル遠隔通信システムにおいてリソースを割当てる方法であって、前記シ
ステムは、１つ以上の端末とワイヤレス・インタフェースを介して通信するように構成さ
れた基地局と、前記１つ以上の端末と前記ワイヤレス・インタフェースを介して通信する
ように構成された１つ以上のインフラストラクチャ・ノードとを備え、前記ワイヤレス・
インタフェースのリソースは連続した時間ピリオドに対して割当てられ、前記方法は、
　測定情報を取得することであって、１つの測定情報は前記１つ以上の端末のうちの第１
の端末と、前記１つ以上のインフラストラクチャ・ノードの１つとの間のリンクに関する
ものである、ことと、
　前記第１の端末と前記１つ以上のインフラストラクチャ・ノードとの間の前記通信を、
遅延に敏感な通信として識別することと、
　前記取得された測定情報、及び前記第１の端末と前記１つ以上のインフラストラクチャ
・ノードとの間の前記通信を遅延に敏感な通信とする識別情報に基づいて、前記インフラ
ストラクチャ・ノードの１つ以上と通信するために、前記第１の端末に割当てるためのリ
ソースを識別することであって、前記識別されたリソースは前記時間ピリオドの２つ以上
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から選択される、ことと、
　前記時間ピリオドの２つ以上の間に、前記インフラストラクチャ・ノードの前記１つ以
上と通信するために、前記第１の端末に前記識別されたリソースを割当てることと
　を含む、方法。
【００８５】
　項目２：前記１つ以上の端末のうちの第２の端末は、リソース割当リクエストを送信す
ることによってリソースをリクエストするように構成され、前記方法はさらに、
　前記第２の端末からリソース割当リクエストを受信することと、
　前記第２の端末と前記１つ以上のインフラストラクチャ・ノードとの間の前記通信を、
遅延に敏感でない通信又はレガシー通信として識別することと、
　前記第２の端末と前記１つ以上のインフラストラクチャ・ノードとの間の前記通信を、
遅延に敏感でない通信又はレガシー通信とする識別情報に基づいて、前記インフラストラ
クチャ・ノードの１つ以上と通信するために、前記第２の端末に割当てるための他のリソ
ースを識別することであって、前記識別された他のリソースは単一の時間ピリオドから選
択される、ことと、
　前記単一の時間ピリオドの間に、前記インフラストラクチャ・ノードの前記１つ以上と
通信するために、前記第２の端末に前記識別された他のリソースを割当てることと、を含
む項目１に記載の方法。
【００８６】
　項目３：前記時間ピリオドは、スケジューリング割当ピリオド、１つの無線フレーム、
複数の無線フレーム、１つのサブフレーム、及び複数のサブフレームのうちの少なくとも
１つである、先行するいずれか１つの項目に記載の方法。
【００８７】
　項目４：１つの測定情報は、前記第１の端末と前記１つ以上のインフラストラクチャ・
ノードの前記１つとの間のリンクについての比較測定情報を含み、前記比較測定情報は、
前記第１の端末と前記１つ以上のインフラストラクチャ・ノードの前記１つとの間の前記
リンクについての測定情報の時間における変化を示す、先行するいずれか１つの項目に記
載の方法。
【００８８】
　項目５：リソースを識別することは、前記第１の端末からのリソース割当リクエストの
不在下においてリソースを識別することを含む、先行するいずれか１つの項目に記載の方
法。
【００８９】
　項目６：前記第１の端末と前記１つ以上のインフラストラクチャ・ノードとの間の前記
通信を遅延に敏感な通信として識別することは、前記第１の端末に関連付けられた遅延に
敏感な端末のインジケータ、及び前記１つ以上のインフラストラクチャ・ノードに関連付
けられた遅延に敏感なインフラストラクチャ・ノードのインジケータのうちの１つ又は両
方を取得することと、前記遅延に敏感な端末のインジケータ及び前記遅延に敏感なインフ
ラストラクチャ・ノードのインジケータのうちの前記取得された１つ又は両方に基づいて
、前記通信を遅延に敏感な通信として識別することとを含む、先行するいずれか１つの項
目に記載の方法。
【００９０】
　項目７：前記遅延に敏感な端末のインジケータ及び遅延に敏感なインフラストラクチャ
・ノードのインジケータのうちの１つ又は両方を取得することは、
　前記第１の端末から遅延に敏感な端末のインジケータを受信することと、
　前記１つ以上のインフラストラクチャ・ノードから遅延に敏感なインフラストラクチャ
・ノードのインジケータを受信することと、
　ネットワーク要素から遅延に敏感な端末のインジケータをリクエストすることと、
　ネットワーク要素から遅延に敏感なインフラストラクチャ・ノードのインジケータをリ
クエストすることと
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　のうちの少なくとも１つを含む、項目６に記載の方法。
【００９１】
　項目８：前記第１の端末にリソースを割当てることは、前記第１の端末及び／又は前記
１つ以上のインフラストラクチャ・ノードの前記１つにリソース割当メッセージを送信す
ることを含む、先行するいずれか１つの項目に記載の方法。
【００９２】
　項目９：前記１つ以上のインフラストラクチャ・ノードの前記１つとは異なるインフラ
ストラクチャ・ノードと通信するために、前記第１の端末に前もって割当てられたリソー
スを割当解除することをさらに含む、先行するいずれか１つの項目に記載の方法。
【００９３】
　項目１０：前記第１の端末に前もって割当てられたリソースを割当解除することは、前
記第１の端末及び／又は前記候補インフラストラクチャ・ノードとは異なる前記インフラ
ストラクチャ・ノードにリソース割当解除メッセージを送信することを含む、項目９に記
載の方法。
【００９４】
　項目１１：前記方法は、前記２つ以上の時間ピリオドの間、前記識別され、割当てられ
たリソースを利用して、前記第１の端末が前記インフラストラクチャ・ノードの前記１つ
以上と通信することを含む、先行するいずれか１つの項目に記載の方法。
【００９５】
　項目１２：前記１つ以上のインフラストラクチャ・ノードは、車車間・路車間（Ｖ２Ｘ
）技術に従って、及び必要に応じて、路車間（Ｖ２Ｉ）技術に従って、前記１つ以上の端
末と通信するように構成される、先行するいずれか１つの項目に記載の方法。
【００９６】
　項目１３：前記１つ以上のインフラストラクチャ・ノードは、デバイス・ツー・デバイ
ス（Ｄ２Ｄ）プロトコル又はプロトコルのセットに従って、及び必要に応じて、３ＧＰＰ
　Ｄ２Ｄプロトコル又はプロトコルのセットに従って、前記１つ以上の端末と通信するよ
うに構成される、先行するいずれか１つの項目に記載の方法。
【００９７】
　項目１４：モバイル遠隔通信システムにおいて使用するための基地局であって、前記基
地局は前記システムの１つ以上の端末とワイヤレス・インタフェースを介して通信するよ
うに構成され、前記システムは前記１つ以上の端末と前記ワイヤレス・インタフェースを
介して通信するように構成された１つ以上のインフラストラクチャ・ノードを備え、前記
ワイヤレス・インタフェースのリソースは連続した時間ピリオドに対して割当てられ、前
記基地局は、
　測定情報を取得し、ここで１つの測定情報は前記１つ以上の端末の第１の端末と、前記
１つ以上のインフラストラクチャ・ノードの１つとの間のリンクに関するものであり、
　前記第１の端末と前記１つ以上のインフラストラクチャ・ノードとの間の前記通信を、
遅延に敏感な通信として識別し、
　前記取得された測定情報、及び前記第１の端末と前記１つ以上のインフラストラクチャ
・ノードとの間の前記通信を遅延に敏感な通信とする識別情報に基づいて、前記インフラ
ストラクチャ・ノードの１つ以上と通信するために、前記第１の端末に割当てるためのリ
ソースを識別し、ここで前記識別されたリソースは前記時間ピリオドの２つ以上から選択
され、及び
　前記２つ以上の時間ピリオドの間に、前記インフラストラクチャ・ノードの前記１つ以
上と通信するために、前記第１の端末に前記識別されたリソースを割当てる、
　ようにさらに構成された、基地局。
【００９８】
　項目１５：モバイル遠隔通信システムにおいて使用するための基地局のための回路であ
って、前記基地局は前記システムの１つ以上の端末とワイヤレス・インタフェースを介し
て通信するように構成され、前記システムは前記１つ以上の端末と前記ワイヤレス・イン
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タフェースを介して通信するように構成された１つ以上のインフラストラクチャ・ノード
を備え、前記ワイヤレス・インタフェースのリソースは連続した時間ピリオドに対して割
当てられ、前記回路は、
　測定情報を取得し、ここで１つの測定情報は前記１つ以上の端末の第１の端末と、前記
１つ以上のインフラストラクチャ・ノードの１つとの間のリンクに関するものであり、
　前記第１の端末と前記１つ以上のインフラストラクチャ・ノードとの間の前記通信を、
遅延に敏感な通信として識別し、
　前記取得された測定情報、及び前記第１の端末と前記１つ以上のインフラストラクチャ
・ノードとの間の前記通信を遅延に敏感な通信とする識別情報に基づいて、前記インフラ
ストラクチャ・ノードの１つ以上と通信するために、前記第１の端末に割当てるためのリ
ソースを識別し、ここで前記識別されたリソースは前記時間ピリオドの２つ以上から選択
され、及び
　前記２つ以上の時間ピリオドの間に、前記インフラストラクチャ・ノードの前記１つ以
上と通信するために、前記第１の端末に前記識別されたリソースを割当てる、
　ように、共に動作するように構成されたコントローラ要素及びトランシーバ要素を備え
る、回路。
【００９９】
　項目１６：モバイル遠隔通信システムにおいて使用するためのインフラストラクチャ・
ノードであって、前記システムは１つ以上の端末とワイヤレス・インタフェースを介して
通信するように構成される基地局を備え、前記ワイヤレス・インタフェースのリソースは
連続した時間ピリオドに対して割当てられ、前記インフラストラクチャ・ノードは前記ワ
イヤレス・インタフェースを介して前記１つ以上の端末と通信するように構成され、且つ
、
　前記第１の端末と通信するために、前記インフラストラクチャ・ノードにリソースを割
当てるために割当メッセージを受信し、ここで割当てられる前記リソースは前記時間ピリ
オドの２つ以上から選択され、
　前記割当メッセージに基づいて、前記２つ以上の時間ピリオドの間、前記第１の端末と
通信するためにリソースにアクセスする、
　ようにさらに構成された、インフラストラクチャ・ノード。
【０１００】
　項目１７：前記インフラストラクチャ・ノードは、
　測定情報を取得し、ここで１つの測定情報は前記１つ以上の端末の第１の端末と、前記
インフラストラクチャ・ノードとの間のリンクに関するものであり、及び
　前記取得された測定情報を前記基地局に送信する、
　ように構成された、項目１６に記載のインフラストラクチャ・ノード。
【０１０１】
　項目１８：モバイル遠隔通信システムにおいて使用するためのインフラストラクチャ・
ノードのための回路であって、前記システムは１つ以上の端末とワイヤレス・インタフェ
ースを介して通信するように構成された基地局を備え、前記ワイヤレス・インタフェース
のリソースは連続した時間ピリオドに対して割当てられ、前記回路は、前記ワイヤレス・
インタフェースを介して前記１つ以上の端末と通信するために共に動作するように構成さ
れ、且つ
　前記第１の端末と通信するために、前記インフラストラクチャ・ノードにリソースを割
当てるために割当メッセージを受信し、ここで割当てられる前記リソースは前記時間ピリ
オドの２つ以上から選択され、
　前記割当メッセージに基づいて、前記２つ以上の時間ピリオドの間、前記第１の端末と
通信するためにリソースにアクセスする、
　ようにさらに構成されたコントローラ要素及びトランシーバ要素を備える、回路。
【０１０２】
　項目１９：モバイル遠隔通信システムにおいて使用するための端末であって、前記シス
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テムは、前記端末とワイヤレス・インタフェースを介して通信するように構成された基地
局と、前記ワイヤレス・インタフェースを介して前記端末と通信するように構成された１
つ以上のインフラストラクチャ・ノードとを備え、前記ワイヤレス・インタフェースのリ
ソースは連続した時間ピリオドに対して割当てられ、前記端末は、
　前記端末と通信するために、前記１つ以上のインフラストラクチャ・ノードの１つに割
当てられたリソースを指示する割当メッセージを受信し、ここで前記割当てられたリソー
スは前記時間ピリオドの２つ以上から選択され、及び
　前記２つ以上の時間ピリオドの間、前記割当メッセージにおいて指示された前記リソー
スを利用して、前記１つ以上のインフラストラクチャ・ノードの前記１つと通信する、
　ように構成された、端末。
【０１０３】
　項目２０：前記端末は、
　測定情報を取得し、ここで１つの測定情報は前記端末と前記インフラストラクチャ・ノ
ードとの間のリンクに関するものであり、及び
　前記取得された測定情報を、前記基地局及び前記１つ以上のインフラストラクチャ・ノ
ードの少なくとも１つに送信する、
　ように構成された、項目１９に記載の端末。
【０１０４】
　項目２１：モバイル遠隔通信システムにおいて使用するための端末のための回路であっ
て、前記システムは、前記端末とワイヤレス・インタフェースを介して通信するように構
成された基地局と、前記ワイヤレス・インタフェースを介して前記端末と通信するように
構成された１つ以上のインフラストラクチャ・ノードとを備え、前記ワイヤレス・インタ
フェースのリソースは連続した時間ピリオドに対して割当てられ、前記回路は、
　前記端末と通信するために、前記１つ以上のインフラストラクチャ・ノードの１つに割
当てられたリソースを指示する割当メッセージを受信し、ここで前記割当てられたリソー
スは前記時間ピリオドの２つ以上から選択され、及び
　前記２つ以上の時間ピリオドの間、前記割当メッセージにおいて指示された前記リソー
スを利用して、前記１つ以上のインフラストラクチャ・ノードの前記１つと通信する、
　ように、共に動作するように構成されたコントローラ要素及びトランシーバ要素を備え
る、回路。
【０１０５】
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